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ただいま上程されました２４議案１報告について、提案理由及び内容

の概要を御説明申し上げ、御審議の参考に供したいと存じます。

はじめに、議案第８２号 むつ市部設置条例の一部を改正する条例に

ついてでありますが、本案は、持続可能なまちづくりに向けた市の重要

施策の取組をさらに推進させるため、現在の子どもみらい部の「子ど

も」の表記を平仮名表記に改める名称変更を行うとともに、産業政策部

を農林水産部及び商工観光部に、都市整備部及び建設技術部をまちづく

り推進部に、それぞれ再編するものであります。

次に、議案第８３号 むつ市国民健康保険税条例の一部を改正する条

例についてでありますが、本案は、青森県国民健康保険運営方針におい

て、令和７年度までに県内市町村の国民健康保険税の賦課方式を統一す

ることとされたことから、国民健康保険税の介護納付金分の算定方式を、

所得割額及び被保険者均等割額の２方式から、世帯別平等割額を加えた

３方式にするためのものであります。

次に、議案第８４号 むつ市立学校設置条例の一部を改正する条例に

ついてでありますが、本案は、来年４月１日から正津川小学校を大畑小

学校に統合することに伴い、条文整備をするためのものであります。

次に、議案第８５号 むつ市ふれあいスポーツパーク条例の一部を改

正する条例についてでありますが、本案は、むつ市体育協会がむつ市ス

ポーツ協会に名称変更したことに伴い、条文整理をするためのものであ

ります。

次に、議案第８６号 むつ市犯罪被害者等支援条例の一部を改正する

条例についてでありますが、本案は、犯罪行為により被害を受けた犯罪

被害者等の経済的負担の軽減を図るため、見舞金制度の導入をするもの

であります。

次に、議案第８７号 むつ市地域包括支援センターにおける包括的支

援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について

でありますが、本案は、介護保険法施行規則の一部改正に伴い、地域包
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括支援センターの職員配置基準を緩和するほか、所要の条文整備をする

ためのものであります。

次に、議案第８８号 むつ市水道の布設工事監督者の配置及び資格並

びに水道技術管理者の資格を定める条例の一部を改正する条例について

でありますが、本案は、水道法施行令及び水道法施行規則の一部改正に

伴い、布設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件を改めるほか、市

における専用水道の設置見込みがないことから、専用水道の水道技術管

理者に係る規定を削除するためのものであります。

次に、議案第８９号 指定管理者の指定についてでありますが、本案

は、むつ市ウェルネスパーク外１施設の指定管理者を指定するためのも

のであります。

次に、議案第９０号及び議案第９１号についてでありますが、これら

２議案は、青森県市町村職員退職手当組合及び青森県市町村総合事務組

合について、構成団体であります西北五環境整備事務組合が来年３月

３１日をもって解散することに伴い、組合を組織する地方公共団体の数

の減少及び組合規約の変更について、関係地方公共団体と協議するため

のものであります。

次に、議案第９２号 市道路線の認定についてでありますが、本案は、

既存の市有道路を市道として管理する等のため、７路線を市道として認

定するものであります。

次に、議案第９３号 市道路線の変更についてでありますが、本案は、

国道３３８号大湊Ⅱ期バイパスの整備等により、３路線の起点又は終点

を変更するものであります。

次に、議案第９４号 市道路線の廃止についてでありますが、本案は、

国との併用林道協定の解除等により、２路線を廃止するものであります。

次に、議案第９５号から議案第９８号までの定住自立圏形成協定の一

部を変更する協定の締結についてでありますが、これら４議案は、大間

町、東通村、風間浦村及び佐井村との間において、定住自立圏の形成に
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関し必要な事項を改め、それぞれ定住自立圏形成協定の一部を変更する

ためのものであります。

次に、議案第９９号 むつ市監査委員に選任する者につき同意を求め

ることについてでありますが、本案は、本年１２月１４日をもって任期

が満了となります齊藤秀人氏の後任として氏家剛氏を選任いたしたく、

提案するものであります。

次に、議案第１００号及び議案第１０１号のむつ市教育委員会の委員

に任命する者につき同意を求めることについてでありますが、これら

２議案は、本年１２月１９日をもって任期が満了となります田中志昌氏

及び来年１月１５日をもって任期が満了となります長岡俊成氏の両名を

再任いたしたく、提案するものであります。

次に、議案第１０２号及び議案第１０３号のむつ市固定資産評価審査

委員会の委員に選任する者につき同意を求めることについてであります

が、これら２議案は、本年１２月２２日をもって任期が満了となります

川向常寛氏の後任として蛯名芳德氏を選任し、また、同日をもって任期

が満了となります下山益雄氏を再任いたしたく、提案するものでありま

す。

この度の任期をもちまして勇退されます監査委員の齊藤秀人氏、固定

資産評価審査委員会委員の川向常寛氏は、長年にわたり、同委員として

地方自治の発展に御尽力されました。ここに両名の功績をたたえるとと

もに、心から感謝の意を表するものであります。

次に、議案第１０４号 令和６年度むつ市一般会計補正予算について

でありますが、本案は、４，３３３万７，０００円の増額補正でありま

して、これにより補正後の歳入歳出予算総額は、４２９億１，４６０万

７，０００円となります。

まず、歳出についてでありますが、総務費では、手続の簡略化により

市民サービスの向上を図るため、市税等口座振替推進事業費を計上して

おりますほか、財政調整基金積立金を計上しております。
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民生費では、介護施設等の大規模修繕に併せて介護ロボット・ＩＣＴ

等の導入を行う事業者に対して補助金を交付する施設開設準備経費助成

特別対策事業費補助金を増額しております。

衛生費では、合併処理浄化槽の普及推進を図るため、合併処理浄化槽

設置工事に係る補助金を増額しております。

農林水産業費では、大畑漁港及び脇野沢漁港の施設整備に係る負担金

を計上しております。

教育費では、市内児童生徒の文化、芸術、スポーツ活動における東北

大会や全国大会等への参加に要する経費を補助する子ども夢育成基金事

業費を増額しております。

次に、歳入の主なものについてでありますが、国・県支出金では、歳

出との関連において補助見込額を計上しておりますほか、市債では、国

庫支出金との関連において借入見込額を調整しております。

なお、年度内に事業の完了が見込めないことから、浜奥内地区漁港施

設機能強化事業、大畑地区公民館改修事業について繰越明許費を設定し

ておりますほか、脇野沢流通センターリニューアル事業、市道等維持事

業、舗装長寿命化修繕事業及びむつ市ウェルネスパーク、むつ市総合ア

リーナ指定管理料について債務負担行為を追加しております。

次に、議案第１０５号 令和６年度むつ市水道事業会計補正予算につ

いてでありますが、本案は、修繕費及び工事費の増加に伴い補正するも

ので、収益的収入及び支出のうち支出において１，１７５万９，０００円

を増額しておりますほか、資本的収入及び支出のうち支出において

３，８３１万３，０００円を、収入において１，７６０万円をそれぞれ

増額しております。

次に、報告第２３号についてでありますが、これは、令和６年度むつ

市一般会計補正予算でありまして、本年１０月の衆議院の解散に伴う衆

議院議員総選挙執行の準備に急を要したほか、令和６年度が発行期限と

なっている合併特例債の有効活用を図るため、執行残が見込まれる既存
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の充当事業から一部を他の事業へ充当替えすることとしたことから、関

係予算を専決処分したものであります。

以上をもちまして、上程されました２４議案１報告について、その大

要を申し上げましたが、細部につきましては、議事の進行に伴いまして

御質問により詳細御説明申し上げます。

何とぞ慎重御審議の上、原案どおり御議決、御同意及び御承認賜りま

すようお願い申し上げる次第であります。



令和６年１１月２５日開会

むつ市議会第２６２回定例会議案
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議案第８２号

むつ市部設置条例の一部を改正する条例

むつ市部設置条例の一部を次のように改正したいので、地方自治法第９６条第１

項第１号の規定により、議会の議決を求める。

令和６年１１月２５日提出

むつ市長 山 本 知 也

提案理由

持続可能なまちづくりに向けた市の重要施策の取組をさらに推進させるため、子

どもみらい部をこどもみらい部に名称変更するとともに、産業政策部を農林水産部

及び商工観光部に、都市整備部及び建設技術部をまちづくり推進部に、それぞれ再

編するものである。
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むつ市部設置条例の一部を改正する条例

むつ市部設置条例（昭和６１年むつ市条例第１９号）の一部を次のように改正す

る。

第１条第６号から第９号までを次のように改める。

⑹ こどもみらい部

⑺ 農林水産部

⑻ 商工観光部

⑼ まちづくり推進部

第２条第６号中「子どもみらい部」を「こどもみらい部」に改め、同条第７号中

「産業政策部」を「農林水産部」に改め、同号中アを削り、イをアとし、ウをイと

し、エからカまでを削り、同条第９号を削り、同条第８号中「都市整備部」を「ま

ちづくり推進部」に改め、同号に次のように加える。

オ 建築工事に関すること。

カ 土木工事に関すること。

第２条第８号を同条第９号とし、同条第７号の次に次の１号を加える。

⑻ 商工観光部

ア 商業及び鉱工業に関すること。

イ 観光に関すること。

ウ 労働者の福祉に関すること。

附 則

この条例は、令和７年４月１日から施行する。
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議案第８３号

むつ市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

むつ市国民健康保険税条例の一部を次のように改正したいので、地方自治法第

９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求める。

令和６年１１月２５日提出

むつ市長 山 本 知 也

提案理由

青森県国民健康保険運営方針に基づき、国民健康保険税の介護納付金分の算定方

式を、所得割額及び被保険者均等割額の２方式から、世帯別平等割額を加えた３方

式にするためのものである。
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むつ市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

むつ市国民健康保険税条例（平成１９年むつ市条例第４３号）の一部を次のよう

に改正する。

第３条第４項中「被保険者均等割額」の次に「及び世帯別平等割額」を加える。

第１１条中「２０，９００円」を「１３，９００円」に改め、同条の次に次の１

条を加える。

（介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額）

第１１条の２ 第３条第４項の世帯別平等割額は、１世帯について７，０００円と

する。

第２３条第１項中「オに」を「オ及びカに」に改め、同項第１号オ中「１４，

６３０円」を「９，７３０円」に改め、同号に次のように加える。

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯について

４，９００円

第２３条第１項第２号オ中「１０，４５０円」を「６，９５０円」に改め、同号

に次のように加える。

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯について

３，５００円

第２３条第１項第３号オ中「４，１８０円」を「２，７８０円」に改め、同号に

次のように加える。

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯について

１，４００円

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。

（適用区分）

２ この条例による改正後のむつ市国民健康保険税条例の規定は、令和７年度以後

の年度分の国民健康保険税について適用し、令和６年度分までの国民健康保険税

については、なお従前の例による。
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議案第８４号

むつ市立学校設置条例の一部を改正する条例

むつ市立学校設置条例の一部を次のように改正したいので、地方自治法第９６条

第１項第１号の規定により、議会の議決を求める。

令和６年１１月２５日提出

むつ市長 山 本 知 也

提案理由

来年４月１日から正津川小学校を大畑小学校に統合することに伴い、条文整備を

するためのものである。
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むつ市立学校設置条例の一部を改正する条例

むつ市立学校設置条例（昭和３９年むつ市条例第１９号）の一部を次のように改

正する。

本則の表むつ市立正津川小学校の項を削る。

附 則

この条例は、令和７年４月１日から施行する。
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議案第８５号

むつ市ふれあいスポーツパーク条例の一部を改正する条例

むつ市ふれあいスポーツパーク条例の一部を次のように改正したいので、地方自

治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求める。

令和６年１１月２５日提出

むつ市長 山 本 知 也

提案理由

むつ市体育協会がむつ市スポーツ協会に名称変更したことに伴い、条文整理をす

るためのものである。
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むつ市ふれあいスポーツパーク条例の一部を改正する条例

むつ市ふれあいスポーツパーク条例（平成１７年むつ市条例第６６号）の一部を

次のように改正する。

別表備考２中「むつ市体育協会」を「むつ市スポーツ協会」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第８６号

むつ市犯罪被害者等支援条例の一部を改正する条例

むつ市犯罪被害者等支援条例の一部を次のように改正したいので、地方自治法第

９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求める。

令和６年１１月２５日提出

むつ市長 山 本 知 也

提案理由

犯罪行為により被害を受けた犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るため、見舞

金制度の導入をするものである。
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むつ市犯罪被害者等支援条例の一部を改正する条例

むつ市犯罪被害者等支援条例（令和３年むつ市条例第２４号）の一部を次のよう

に改正する。

第２条中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、同条

第１号中「（犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。次号に

おいて同じ。）」を削り、同号を同条第２号とし、同条に第１号として次の１号を

加える。

⑴ 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

第９条を第１１条とし、第８条を第９条とし、同条の次に次の１条を加える。

（支援の制限）

第１０条 市は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発したときその他犯罪被害者等支援を

行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等支援を行わ

ないことができる。

第７条の次に次の１条を加える。

（見舞金の支給等）

第８条 市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、犯

罪被害者等に対し、見舞金の支給その他必要な支援を行うものとする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第８７号

むつ市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例

むつ市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定め

る条例の一部を次のように改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規

定により、議会の議決を求める。

令和６年１１月２５日提出

むつ市長 山 本 知 也

提案理由

介護保険法施行規則の一部改正に伴い、地域包括支援センターの職員配置基準を

緩和するほか、所要の条文整備をするためのものである。
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むつ市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例

むつ市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定め

る条例（平成２７年むつ市条例第３号）の一部を次のように改正する。

第３条第１項中「各被保険者」を「介護保険の各被保険者」に改める。

第４条第１項中「１の」を「一の」に、「の員数」を「及びその員数（むつ市地

域包括支援センター運営協議会が第１号被保険者の数及び地域包括支援センターの

運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法（当該地域包括支

援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員

が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数

を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。）によることができる。次項において

同じ。）」に改め、同条第２項中「前項の」を「第１項の」に、「１の」を「一

の」に、「の人員配置基準」を「に置くべき職員及びその員数」に改め、同項の表

中「第一号被保険者」を「第１号被保険者」に、「人員配置基準」を「地域包括支

援センターに置くべき職員及びその員数」に改め、同表おおむね１，０００人未満

の項及びおおむね１，０００人以上２，０００人未満の項中「前項各号」を「第１

項各号」に改め、同表おおむね２，０００人以上３，０００人未満の項中「前項第

１号」を「第１項第１号」に、「前項第２号」を「同項第２号」に改め、同項を同

条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。

２ 前項の規定にかかわらず、むつ市地域包括支援センター運営協議会が地域包括

支援センターの効果的な運営に資すると認めるときは、複数の地域包括支援セン

ターが担当する区域を一の区域として、当該区域内の第１号被保険者の数につい

て、おおむね３，０００人以上６，０００人未満ごとに同項各号に掲げる常勤の

職員の員数を当該複数の地域包括支援センターに配置することにより、当該区域

内の一の地域包括支援センターがそれぞれ同項の基準を満たすものとする。この

場合において、当該区域内の一の地域包括支援センターに置くべき常勤の職員及

びその員数は、同項各号に掲げる者のうちから２人とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第８８号

むつ市水道の布設工事監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格を

定める条例の一部を改正する条例

むつ市水道の布設工事監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格を定め

る条例の一部を次のように改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規

定により、議会の議決を求める。

令和６年１１月２５日提出

むつ市長 山 本 知 也

提案理由

水道法施行令及び水道法施行規則の一部改正に伴い、布設工事監督者及び水道技

術管理者の資格要件を改めるほか、市における専用水道の設置見込みがないことか

ら、専用水道の水道技術管理者に係る規定を削除するためのものである。
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むつ市水道の布設工事監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格を

定める条例の一部を改正する条例

むつ市水道の布設工事監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格を定め

る条例（平成２５年むつ市条例第１号）の一部を次のように改正する。

第３条第１号中「の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若

しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後」を削り、「おいて土木工学科

若しくは」を「おいて土木工学科又は」に、「２年以上水道」を「３年以上水道、

工業用水道、下水道、道路又は河川（以下この条において「水道等」という。）」

に、「であること。」を「（１年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経

験を有する者に限る。）」に改め、同条第２号中「の土木工学科」を削り、「こ

れ」を「旧大学令による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれら」

に改め、「において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目」を削り、

「３年以上水道」を「４年以上水道等」に、「であること。」を「（２年以上水道

に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」に改め、同条第３号

中「よる専門学校」の次に「（次号において「短期大学等」という。）」を、「修

了した後」の次に「。次号において同じ。」を加え、「水道」を「水道等」に、

「であること。」を「（２年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を

有する者に限る。）」に改め、同条第８号を削り、同条第７号中「水道に」を「水

道等に」に、「者であること。」を「もの（６月以上水道に関する技術上の実務に

従事した経験を有する者に限る。）」に改め、同号を同条第１０号とし、同条第６

号中「第１号若しくは第２号に規定する課程若しくは学科目又は第３号若しくは第

４号に規定する課程に相当する課程若しくは学科目」を「第１号から第６号までに

規定する課程に相当する課程」に、「水道」を「水道等」に、「であること。」を

「（それぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験年数の２分の１以上水道に関す

る技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」に改め、同号を同条第９号

とし、同条第５号中「あっては１年以上」を「あっては２年以上」に、「２年以上

水道」を「３年以上水道等」に、「者であること。」を「もの（第１号に規定する

卒業者にあっては１年以上、第２号に規定する卒業者にあっては１年６月以上水道

に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」に改め、同号を同条

第８号とし、同条第４号中「よる中等学校」の次に「（次号において「高等学校

等」という。）」を加え、「水道」を「水道等」に、「であること。」を「（３年
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６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」に改め、

同号を同条第５号とし、同号の次に次の２号を加える。

⑹ 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修め

て卒業した後、８年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する

者（４年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）

⑺ １０年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

（５年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限

る。）

第３条第３号の次に次の１号を加える。

⑷ 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修め

て卒業した後、６年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する

者（３年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）

第３条に次の１号を加える。

⑾ 建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第３４条第１項及び第２項の

規定による土木施工管理に係る１級の技術検定に合格した者であって、３年以

上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの（１年６月以上水

道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）

第４条第１項中「（法第３４条第１項において準用する場合を含む。）」を削り、

同項第１号を次のように改める。

⑴ 前条第１号、第３号又は第５号に規定する学校において土木工学科若しくは

土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後（学校教育法による専門

職大学の前期課程にあっては、修了した後）、同条第１号に規定する学校を卒

業した者については３年以上、同条第３号に規定する学校を卒業した者（同法

による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者）については５年以上、

同条第５号に規定する学校を卒業した者については７年以上水道に関する技術

上の実務に従事した経験を有する者

第４条第１項第２号中「及び第４号」を「又は第５号」に改め、「土木工学以外

の」を削り、「に関する学科目又はこれらに相当する学科目」を「の課程又はこれ

らに相当する課程（土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除

く。）」に、「同条第４号」を「同条第５号」に改め、「であること。」を削り、

同項第６号を削り、同項第５号中「であること。」を削り、同号を同項第６号とし、

同項第４号中「第２号」を「第１号若しくは第２号」に、「学科目」を「課程」に
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改め、「であること。」を削り、同号を同項第５号とし、同項第３号中「及び第４

号」を「又は第５号」に、「学科目」を「課程」に、「同条第４号」を「同条第５

号」に改め、「であること。」を削り、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に

次の１号を加える。

⑶ １０年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

第４条第１項に次の２号を加える。

⑺ 技術士法第４条第１項の規定による第２次試験のうち上下水道部門に合格し

た者（選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。）であって、

１年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

⑻ 建設業法施行令第３４条第１項及び第２項の規定による土木施工管理に係る

１級の技術検定に合格した者であって、３年以上水道に関する技術上の実務に

従事した経験を有するもの

第４条第２項を削る。

附 則

この条例は、令和７年４月１日から施行する。
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議案第８９号

指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定したいので、地方自治法第２４４条の２

第６項の規定により、議会の議決を求める。

令和６年１１月２５日提出

むつ市長 山 本 知 也

提案理由

むつ市ウェルネスパーク外１施設の指定管理者を指定するためのものである。
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１ 公の施設の名称

むつ市ウェルネスパーク

むつ市総合アリーナ

２ 指定管理者として指定する団体

むつ市大湊新町３７番１２号

山内土木株式会社

代表取締役 山 内 将 邦

３ 指定の期間

令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで
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議案第９０号

青森県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び青森

県市町村職員退職手当組合規約の変更について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、令和７

年３月３１日をもって青森県市町村職員退職手当組合から西北五環境整備事務組合

を脱退させ、青森県市町村職員退職手当組合規約を次のとおり変更するものとする。

令和６年１１月２５日提出

むつ市長 山 本 知 也

提案理由

来年３月３１日をもって西北五環境整備事務組合が解散することに伴い、組合を

組織する地方公共団体の数の減少及び組合規約の変更について、関係地方公共団体

と協議するためのものである。
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青森県市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約

青森県市町村職員退職手当組合規約（昭和４６年青森県知事許可）の一部を次の

ように変更する。

別表第１中「西北五環境整備事務組合」を削る。

附 則

この規約は、令和７年４月１日から施行する。
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議案第９１号

青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び青森県市

町村総合事務組合規約の変更について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、令和７

年３月３１日をもって青森県市町村総合事務組合から西北五環境整備事務組合を脱

退させ、青森県市町村総合事務組合規約を次のとおり変更するものとする。

令和６年１１月２５日提出

むつ市長 山 本 知 也

提案理由

来年３月３１日をもって西北五環境整備事務組合が解散することに伴い、組合を

組織する地方公共団体の数の減少及び組合規約の変更について、関係地方公共団体

と協議するためのものである。



26

青森県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約

青森県市町村総合事務組合規約（平成１９年青森県知事許可）の一部を次のよう

に変更する。

別表第１中及び別表第２第８号の項中「、西北五環境整備事務組合」を削る。

附 則

この規約は、令和７年４月１日から施行する。
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議案第９２号

市道路線の認定について

次のとおり市道路線を認定したいので、道路法第８条第２項の規定により、議会

の議決を求める。

令和６年１１月２５日提出

むつ市長 山 本 知 也

提案理由

既存の市有道路を市道として管理する等のため、７路線を市道として認定するも

のである。
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付 図 整 理 起 点 重 要 な
対 照 路 線 名
番 号 番 号 終 点 経 過 地

むつ市川守町２１番３地先

１ 1242 川守連絡３号線

むつ市川守町２１番１地先

むつ市美里町５７番地先

２ 1243 美里町１号線

むつ市美里町６２番地先

むつ市美里町５２番１０地先

２ 1244 美里町２号線

むつ市美里町５２番１７地先

むつ市美里町４０番２地先

２ 1245 美里町３号線

むつ市美里町４０番５地先

むつ市苫生町一丁目１８１番

１３地先
３ 1246 苫生町６号線

むつ市苫生町一丁目１８１番

２４地先

むつ市苫生町一丁目１８１番

１６地先
３ 1247 苫生町７号線

むつ市苫生町一丁目１８１番

１４地先

むつ市苫生町一丁目２５５番地

先
３ 1248 苫生町８号線

むつ市苫生町一丁目１８１番

３１地先
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議案第９３号

市道路線の変更について

次のとおり市道路線を変更したいので、道路法第１０条第３項の規定により、議

会の議決を求める。

令和６年１１月２５日提出

むつ市長 山 本 知 也

提案理由

国道３３８号大湊Ⅱ期バイパスの整備等により、３路線の起点又は終点を変更す

るものである。
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付 図 整 理 起 点 重要な
対 照 路 線 名 付 図
番 号 番 号 終 点 経過地

むつ市桜木町１１９番４

変更前

むつ市桜木町１１６番５６

１ 239 桜台団地１
むつ市桜木町１１９番１３地

号線
先

変更後
むつ市桜木町１１６番５６

地先

むつ市大畑町正津川平２７番

２
変更前

むつ市大畑町大尽山国有林

１０７９林班と小班
２ 753 谷地道線

むつ市大畑町正津川平２７番

２地先
変更後

むつ市大畑町柳沢３３番地先

むつ市苫生町一丁目１４０番

変更前

むつ市苫生町一丁目１４１番

３ 1136 苫生町２号
むつ市苫生町一丁目１４０番

線
２３地先

変更後
むつ市苫生町一丁目１８１番

５地先
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議案第９４号

市道路線の廃止について

次のとおり市道路線を廃止したいので、道路法第１０条第３項の規定により、議

会の議決を求める。

令和６年１１月２５日提出

むつ市長 山 本 知 也

提案理由

国との併用林道協定の解除等により、２路線を廃止するものである。
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付 図 整 理 起 点 重 要 な
対 照 路 線 名
番 号 番 号 終 点 経 過 地

むつ市川内町湯野川山国有林

７５６林班は小班
１ 733 湯野川薬研線

むつ市大畑町赤滝山国有林

１０８８林班ろ小班

むつ市脇野沢小沢１４番

２ 953 小沢３号線

むつ市脇野沢小沢１４番
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議案第９５号

定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の締結について

大間町との間において、定住自立圏形成協定の一部を変更する協定を次のとおり

締結することについて、むつ市議会の議決すべき事件を定める条例第２条第２号の

規定により、議会の議決を求める。

令和６年１１月２５日提出

むつ市長 山 本 知 也

提案理由

大間町との間において、定住自立圏の形成に関し必要な事項を改め、定住自立圏

形成協定の一部を変更するためのものである。
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定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定書

むつ市（以下「甲」という。）と大間町（以下「乙」という。）は、平成２７年

１０月５日に締結した定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定を次の

とおり締結する。

別表第１中

「１ 医療

⑴ 診療体制の充実

取組の内容 診療体制の充実を図るため、中核病院を中心とした公
立病院及び診療所の医師確保に取り組む。

甲の役割 乙と連携し、医師の派遣を行う。

乙の役割 甲と連携し、医師の派遣を受けるとともに、派遣に必
要な経費を負担する。

⑵ 医療環境の充実

取組の内容 中核病院を中心とした公立病院及び診療所の連携強化
を図るため、病院事業の共同運営をはじめとした各種
事業に取り組む。

甲の役割 乙とともに一部事務組合を組織し、病院事業の共同運 を
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担すると
ともに中心的な役割を担う。

乙の役割 甲とともに一部事務組合を組織し、病院事業の共同運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担する。

⑶ 初期救急医療体制の充実

取組の内容 初期救急医療体制の充実を図るため、むつ市内の民間
医療機関が実施する休日夜間診療体制の維持及び確保
に取り組む。

甲の役割 休日夜間診療体制を維持し、運営に必要な経費を負担
する。

乙の役割 甲が行う休日夜間診療体制の維持を支援するととも
に、必要に応じて経費を負担する。

」
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「１ 医療

⑴ 診療体制の充実

取組の内容 診療体制の充実を図るため、中核病院を中心とした公
立病院及び診療所の医師確保に取り組む。

甲の役割 乙と連携し、医師の派遣を行う。

乙の役割 甲と連携し、医師の派遣を受けるとともに、派遣に必
要な経費を負担する。

⑵ 医療環境の充実 に､

取組の内容 中核病院を中心とした公立病院及び診療所の連携強化
を図るため、病院事業の共同運営をはじめとした各種
事業に取り組む。

甲の役割 乙とともに一部事務組合を組織し、病院事業の共同運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担すると
ともに中心的な役割を担う。

乙の役割 甲とともに一部事務組合を組織し、病院事業の共同運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担する。

」

「３ 教育

⑴ 教育水準の向上及び教育相談の充実

取組の内容 教育水準の向上及び教育相談の充実を図るため、教育
研修施設の共同設置及び運営をはじめとした各種事業
に取り組む。

甲の役割 教育研修施設を乙と共同で設置し、運営をはじめとし
た各種事業に必要な経費を負担するとともに中心的な
役割を担う。

乙の役割 教育研修施設を甲と共同で設置し、運営をはじめとし
た各種事業に必要な経費を負担する。

⑵ 次代を担う人財育成及び人財確保の強化

取組の内容 高校生をはじめとした次代を担う人財育成及び人財確
保の強化を図るため、首都圏等の大学と連携した各種
事業に取り組む。

甲の役割 人財育成及び人財確保事業の推進に関する団体を乙と を
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共同で設置し、運営をはじめとした各種事業に必要な
経費を負担するとともに中心的な役割を担う。

乙の役割 人財育成及び人財確保事業の推進に関する団体を甲と
共同で設置し、運営をはじめとした各種事業の実施に
協力する。

⑶ 大学と連携した地域の活性化

取組の内容 若者の視点を取り入れた、にぎわいと魅力があふれる
地域の形成を図るため、青森大学むつキャンパスと連
携し、圏域市町村のまちづくりをはじめとした各種事
業に取り組む。

甲の役割 乙及び青森大学むつキャンパスと連携し、地域活性化
に向けた取組を行うとともに、中心的な役割を担う。

乙の役割 甲及び青森大学むつキャンパスと連携し、地域活性化
に向けた取組を行う。

」

「３ 教育

⑴ 教育水準の向上及び教育相談の充実

取組の内容 教育水準の向上及び教育相談の充実を図るため、教育
研修施設の共同設置及び運営をはじめとした各種事業
に取り組む。

甲の役割 教育研修施設を乙と共同で設置し、運営をはじめとし
た各種事業に必要な経費を負担するとともに中心的な
役割を担う。

乙の役割 教育研修施設を甲と共同で設置し、運営をはじめとし
た各種事業に必要な経費を負担する。

に､

⑵ 大学と連携した地域の活性化

取組の内容 若者の視点を取り入れた、にぎわいと魅力があふれる
地域の形成を図るため、青森大学むつキャンパスと連
携し、圏域市町村のまちづくりをはじめとした各種事
業に取り組む。

甲の役割 乙及び青森大学むつキャンパスと連携し、地域活性化
に向けた取組を行うとともに、中心的な役割を担う。

乙の役割 甲及び青森大学むつキャンパスと連携し、地域活性化
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に向けた取組を行う。
」

「４ 産業振興

⑴ 地域経済の活性化及び雇用対策の充実

取組の内容 地域経済の活性化及び雇用対策の充実を図るため、創
業支援事業をはじめとした各種事業に取り組む。

甲の役割 創業支援事業に関するワンストップ窓口を乙と共同で
設置し、創業に関する総合的な支援をはじめとした各
種事業に必要な経費を負担するとともに中心的な役割
を担う。

乙の役割 創業支援事業に関するワンストップ窓口を甲と共同で
設置し、創業に関する各種事業について、必要に応じ
て経費を負担する。

⑵ 産業振興体制の強化

取組の内容 地域産業の発展及び地域活性化を図るため、クラウド
ファンディングによる資金調達をはじめとした各種事
業に取り組む。

甲の役割 産業振興の推進に関する団体を乙と共同で設置し、運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担すると
ともに中心的な役割を担う。

乙の役割 産業振興の推進に関する団体を甲と共同で設置し、運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担する。

⑶ 地域資源を活用した地域経済の拡大等

取組の内容 地域資源を活用した地域経済の拡大及び地域活性化を
図るため、地場産品の販路拡大事業をはじめとした各
種事業に取り組む。

甲の役割 乙と連携し、地場産品の販路拡大事業等を実施し、必
要な経費を負担するとともに中心的な役割を担う。

乙の役割 甲と連携し、地場産品の販路拡大事業等を実施し、必 を
要な経費を負担する。

⑷ 広域観光体制の充実

取組の内容 観光資源の魅力をいかした広域観光体制の充実を図る
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ため、観光ＰＲ等の各種事業に取り組む。

甲の役割 観光事業の推進に関する団体を乙と共同で設置し、運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担すると
ともに中心的な役割を担う。

乙の役割 観光事業の推進に関する団体を甲と共同で設置し、運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担する。

⑸ 豊かな農林業環境の維持（ニホンザル被害対策）

取組の内容 ニホンザルによる農作物被害等の防止を図るため、ニ
ホンザル被害対策に向けた各種事業に取り組む。

甲の役割 被害対策事業の推進に関する団体を乙と共同で設置
し、運営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担
するとともに中心的な役割を担う。

乙の役割 被害対策事業の推進に関する団体を甲と共同で設置
し、運営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担
する。

⑹ 豊かな農林業環境の維持（有害鳥獣等被害対策）

取組の内容 有害鳥獣等による農作物被害等の防止を図るため、有
害鳥獣等被害防止対策に向けた各種事業に取り組む。

甲の役割 乙と連携し、必要な対策を行い、実施に必要な経費を
負担するとともに中心的な役割を担う。

乙の役割 甲と連携し、必要な対策を行い、実施に必要な経費を
負担する。

」

「４ 産業振興

⑴ 地域経済の活性化及び雇用対策の充実

取組の内容 地域経済の活性化及び雇用対策の充実を図るため、創
業支援事業をはじめとした各種事業に取り組む。

甲の役割 創業支援事業に関するワンストップ窓口を乙と共同で
設置し、創業に関する総合的な支援をはじめとした各
種事業に必要な経費を負担するとともに中心的な役割
を担う。

乙の役割 創業支援事業に関するワンストップ窓口を甲と共同で
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設置し、創業に関する各種事業について、必要に応じ
て経費を負担する。

⑵ 産業振興体制の強化

取組の内容 地域産業の発展及び地域活性化を図るため、クラウド
ファンディングによる資金調達をはじめとした各種事
業に取り組む。

甲の役割 産業振興の推進に関する団体を乙と共同で設置し、運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担すると
ともに中心的な役割を担う。

乙の役割 産業振興の推進に関する団体を甲と共同で設置し、運 に､
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担する。

⑶ 広域観光体制の充実

取組の内容 観光資源の魅力をいかした広域観光体制の充実を図る
ため、観光ＰＲ等の各種事業に取り組む。

甲の役割 観光事業の推進に関する団体を乙と共同で設置し、運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担すると
ともに中心的な役割を担う。

乙の役割 観光事業の推進に関する団体を甲と共同で設置し、運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担する。

⑷ 豊かな農林業環境の維持（有害鳥獣等被害対策）

取組の内容 有害鳥獣等による農作物被害等の防止を図るため、有
害鳥獣等被害防止対策に向けた各種事業に取り組む。

甲の役割 乙と連携し、必要な対策を行い、実施に必要な経費を
負担するとともに中心的な役割を担う。

乙の役割 甲と連携し、必要な対策を行い、実施に必要な経費を
負担する。

」

「７ その他

⑴ 芸術文化の向上及び交流の場の提供

取組の内容 芸術文化の向上及び交流の場の提供を図るため、複合
文化施設の共同設置及び運営をはじめとした各種事業
に取り組む。
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甲の役割 乙とともに一部事務組合を組織し、複合文化施設の共
同設置及び運営をはじめとした各種事業に必要な経費
を負担するとともに中心的な役割を担う。

乙の役割 甲とともに一部事務組合を組織し、複合文化施設の共
同設置及び運営をはじめとした各種事業について、必
要に応じて経費を負担する。

⑵ スポーツ環境の充実

取組の内容 スポーツ及びレクリエーションを通じて交流と文化を
育み、健康で豊かな生活を実現するため、総合スポー
ツ施設等の環境整備及び運営をはじめとした各種事業
に取り組む。 を

甲の役割 総合スポーツ施設等の環境整備及び運営をはじめとし
た各種事業に必要な経費を負担するとともに、乙に幅
広く利用機会を提供する。

乙の役割 甲が運営する総合スポーツ施設等を積極的に活用する
とともに、必要に応じて各種事業の実施に協力する。

⑶ 消費生活の安全及び安心の確保

取組の内容 消費生活相談窓口の利便性の向上を図るため、消費生
活センターの共同設置及び運営をはじめとした各種事
業に取り組む。

甲の役割 消費生活センターを乙と共同で設置し、運営をはじめ
とした各種事業に必要な経費を負担するとともに中心
的な役割を担う。

乙の役割 消費生活センターを甲と共同で設置し、運営をはじめ
とした各種事業に必要な経費を負担する。

｣

「７ その他

⑴ 芸術文化の向上及び交流の場の提供

取組の内容 下北地域における文化、教育、福祉、保健等の各種団
体等の研修の場、文化芸術のイベント等を通じて、健
康で豊かな生活の実現を図るため、下北文化会館の運
営をはじめとした各種事業に取り組む。

甲の役割 下北文化会館の運営をはじめとした各種事業に必要な
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経費を負担するとともに、乙に幅広く利用機会を提供
する。

乙の役割 甲が運営する下北文化会館を積極的に活用するととも
に、必要に応じて各種事業の実施に協力する。

⑵ スポーツ環境の充実

取組の内容 スポーツ及びレクリエーションを通じて交流と文化を
育み、健康で豊かな生活を実現するため、総合スポー
ツ施設等の環境整備及び運営をはじめとした各種事業
に取り組む。 に

甲の役割 総合スポーツ施設等の環境整備及び運営をはじめとし
た各種事業に必要な経費を負担するとともに、乙に幅
広く利用機会を提供する。

乙の役割 甲が運営する総合スポーツ施設等を積極的に活用する
とともに、必要に応じて各種事業の実施に協力する。

⑶ 消費生活の安全及び安心の確保

取組の内容 消費生活相談窓口の利便性の向上を図るため、消費生
活センターの共同設置及び運営をはじめとした各種事
業に取り組む。

甲の役割 消費生活センターを乙と共同で設置し、運営をはじめ
とした各種事業に必要な経費を負担するとともに中心
的な役割を担う。

乙の役割 消費生活センターを甲と共同で設置し、運営をはじめ
とした各種事業に必要な経費を負担する。

」

改める。

別表第２中

「２ 地域内外の住民との交流及び移住促進

交流、移住及び定住の促進

取組の内容 交流、移住及び定住の促進を図るため、空家等対策に
よる安全で安心なまちづくり等の各種事業に取り組
む。

甲の役割 空家等対策の推進に関する団体を乙と共同で設置し、 を
運営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担する
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とともに中心的な役割を担う。

乙の役割 空家等対策の推進に関する団体を甲と共同で設置し、
運営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担す
る。

」

「２ 道路等の交通インフラの整備

大間～函館航路の維持及び確保

取組の内容 下北地域と北海道を結ぶ唯一の交通手段である大間～
函館航路の維持を図るため、利用促進をはじめ、関係
機関への要望活動等の各種事業に取り組む。

に
甲の役割 航路の維持のため、乙と連携し、利用促進をはじめ、

関係機関への要望活動等における中心的な役割を担
う。

乙の役割 航路の維持のため、甲と連携し、利用促進をはじめ、
関係機関への要望活動等に取り組む。

」

改める。

本協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、

各自その１通を保有する。

令和 年 月 日

甲 青森県むつ市中央一丁目８番１号

むつ市長 山 本 知 也

乙 青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道２０番地４

大間町長 野 﨑 尚 文
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議案第９６号

定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の締結について

東通村との間において、定住自立圏形成協定の一部を変更する協定を次のとおり

締結することについて、むつ市議会の議決すべき事件を定める条例第２条第２号の

規定により、議会の議決を求める。

令和６年１１月２５日提出

むつ市長 山 本 知 也

提案理由

東通村との間において、定住自立圏の形成に関し必要な事項を改め、定住自立圏

形成協定の一部を変更するためのものである。
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定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定書

むつ市（以下「甲」という。）と東通村（以下「乙」という。）は、平成２７年

１０月５日に締結した定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定を次の

とおり締結する。

別表第１中

「１ 医療

⑴ 医療環境の充実

取組の内容 中核病院を中心とした公立病院及び診療所の連携強化
を図るため、病院事業の共同運営をはじめとした各種
事業に取り組む。

甲の役割 乙とともに一部事務組合を組織し、病院事業の共同運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担すると
ともに中心的な役割を担う。

乙の役割 甲とともに一部事務組合を組織し、病院事業の共同運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担する。

を

⑵ 初期救急医療体制の充実

取組の内容 初期救急医療体制の充実を図るため、むつ市内の民間
医療機関が実施する休日夜間診療体制の維持及び確保
に取り組む。

甲の役割 休日夜間診療体制を維持し、運営に必要な経費を負担
する。

乙の役割 甲が行う休日夜間診療体制の維持を支援するととも
に、必要に応じて経費を負担する。

」

「１ 医療

医療環境の充実

取組の内容 中核病院を中心とした公立病院及び診療所の連携強化
を図るため、病院事業の共同運営をはじめとした各種
事業に取り組む。

に､
甲の役割 乙とともに一部事務組合を組織し、病院事業の共同運

営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担すると
ともに中心的な役割を担う。
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乙の役割 甲とともに一部事務組合を組織し、病院事業の共同運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担する。

」

「３ 教育

⑴ 教育水準の向上及び教育相談の充実

取組の内容 教育水準の向上及び教育相談の充実を図るため、教育
研修施設の共同設置及び運営をはじめとした各種事業
に取り組む。

甲の役割 教育研修施設を乙と共同で設置し、運営をはじめとし
た各種事業に必要な経費を負担するとともに中心的な
役割を担う。

乙の役割 教育研修施設を甲と共同で設置し、運営をはじめとし
た各種事業に必要な経費を負担する。

⑵ 次代を担う人財育成及び人財確保の強化

取組の内容 高校生をはじめとした次代を担う人財育成及び人財確
保の強化を図るため、首都圏等の大学と連携した各種
事業に取り組む。

甲の役割 人財育成及び人財確保事業の推進に関する団体を乙と を
共同で設置し、運営をはじめとした各種事業に必要な
経費を負担するとともに中心的な役割を担う。

乙の役割 人財育成及び人財確保事業の推進に関する団体を甲と
共同で設置し、運営をはじめとした各種事業の実施に
協力する。

⑶ 大学と連携した地域の活性化

取組の内容 若者の視点を取り入れた、にぎわいと魅力があふれる
地域の形成を図るため、青森大学むつキャンパスと連
携し、圏域市町村のまちづくりをはじめとした各種事
業に取り組む。

甲の役割 乙及び青森大学むつキャンパスと連携し、地域活性化
に向けた取組を行うとともに、中心的な役割を担う。

乙の役割 甲及び青森大学むつキャンパスと連携し、地域活性化
に向けた取組を行う。

」
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「３ 教育

⑴ 教育水準の向上及び教育相談の充実

取組の内容 教育水準の向上及び教育相談の充実を図るため、教育
研修施設の共同設置及び運営をはじめとした各種事業
に取り組む。

甲の役割 教育研修施設を乙と共同で設置し、運営をはじめとし
た各種事業に必要な経費を負担するとともに中心的な
役割を担う。

乙の役割 教育研修施設を甲と共同で設置し、運営をはじめとし
た各種事業に必要な経費を負担する。

に､

⑵ 大学と連携した地域の活性化

取組の内容 若者の視点を取り入れた、にぎわいと魅力があふれる
地域の形成を図るため、青森大学むつキャンパスと連
携し、圏域市町村のまちづくりをはじめとした各種事
業に取り組む。

甲の役割 乙及び青森大学むつキャンパスと連携し、地域活性化
に向けた取組を行うとともに、中心的な役割を担う。

乙の役割 甲及び青森大学むつキャンパスと連携し、地域活性化
に向けた取組を行う。

」

「４ 産業振興

⑴ 地域経済の活性化及び雇用対策の充実

取組の内容 地域経済の活性化及び雇用対策の充実を図るため、創
業支援事業をはじめとした各種事業に取り組む。

甲の役割 創業支援事業に関するワンストップ窓口を乙と共同で
設置し、創業に関する総合的な支援をはじめとした各
種事業に必要な経費を負担するとともに中心的な役割
を担う。

乙の役割 創業支援事業に関するワンストップ窓口を甲と共同で
設置し、創業に関する各種事業について、必要に応じ
て経費を負担する。

⑵ 産業振興体制の強化

取組の内容 地域産業の発展及び地域活性化を図るため、クラウド
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ファンディングによる資金調達をはじめとした各種事
業に取り組む。

甲の役割 産業振興の推進に関する団体を乙と共同で設置し、運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担すると
ともに中心的な役割を担う。

乙の役割 産業振興の推進に関する団体を甲と共同で設置し、運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担する。

⑶ 地域資源を活用した地域経済の拡大等

取組の内容 地域資源を活用した地域経済の拡大及び地域活性化を
図るため、地場産品の販路拡大事業をはじめとした各
種事業に取り組む。

甲の役割 乙と連携し、地場産品の販路拡大事業等を実施し、必
要な経費を負担するとともに中心的な役割を担う。

乙の役割 甲と連携し、地場産品の販路拡大事業等を実施し、必 を
要な経費を負担する。

⑷ 広域観光体制の充実

取組の内容 観光資源の魅力をいかした広域観光体制の充実を図る
ため、観光ＰＲ等の各種事業に取り組む。

甲の役割 観光事業の推進に関する団体を乙と共同で設置し、運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担すると
ともに中心的な役割を担う。

乙の役割 観光事業の推進に関する団体を甲と共同で設置し、運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担する。

⑸ 豊かな農林業環境の維持（ニホンザル被害対策）

取組の内容 ニホンザルによる農作物被害等の防止を図るため、ニ
ホンザル被害対策に向けた各種事業に取り組む。

甲の役割 被害対策事業の推進に関する団体を乙と共同で設置
し、運営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担
するとともに中心的な役割を担う。

乙の役割 被害対策事業の推進に関する団体を甲と共同で設置
し、運営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担
する。
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⑹ 豊かな農林業環境の維持（有害鳥獣等被害対策）

取組の内容 有害鳥獣等による農作物被害等の防止を図るため、有
害鳥獣等被害防止対策に向けた各種事業に取り組む。

甲の役割 乙と連携し、必要な対策を行い、実施に必要な経費を
負担するとともに中心的な役割を担う。

乙の役割 甲と連携し、必要な対策を行い、実施に必要な経費を
負担する。

」

「４ 産業振興

⑴ 地域経済の活性化及び雇用対策の充実

取組の内容 地域経済の活性化及び雇用対策の充実を図るため、創
業支援事業をはじめとした各種事業に取り組む。

甲の役割 創業支援事業に関するワンストップ窓口を乙と共同で
設置し、創業に関する総合的な支援をはじめとした各
種事業に必要な経費を負担するとともに中心的な役割
を担う。

乙の役割 創業支援事業に関するワンストップ窓口を甲と共同で
設置し、創業に関する各種事業について、必要に応じ
て経費を負担する。

⑵ 産業振興体制の強化

取組の内容 地域産業の発展及び地域活性化を図るため、クラウド
ファンディングによる資金調達をはじめとした各種事
業に取り組む。

甲の役割 産業振興の推進に関する団体を乙と共同で設置し、運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担すると
ともに中心的な役割を担う。

乙の役割 産業振興の推進に関する団体を甲と共同で設置し、運 に､
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担する。

⑶ 広域観光体制の充実

取組の内容 観光資源の魅力をいかした広域観光体制の充実を図る
ため、観光ＰＲ等の各種事業に取り組む。

甲の役割 観光事業の推進に関する団体を乙と共同で設置し、運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担すると
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ともに中心的な役割を担う。

乙の役割 観光事業の推進に関する団体を甲と共同で設置し、運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担する。

⑷ 豊かな農林業環境の維持（有害鳥獣等被害対策）

取組の内容 有害鳥獣等による農作物被害等の防止を図るため、有
害鳥獣等被害防止対策に向けた各種事業に取り組む。

甲の役割 乙と連携し、必要な対策を行い、実施に必要な経費を
負担するとともに中心的な役割を担う。

乙の役割 甲と連携し、必要な対策を行い、実施に必要な経費を
負担する。

」

「７ その他

⑴ 芸術文化の向上及び交流の場の提供

取組の内容 芸術文化の向上及び交流の場の提供を図るため、複合
文化施設の共同設置及び運営をはじめとした各種事業
に取り組む。

甲の役割 乙とともに一部事務組合を組織し、複合文化施設の共
同設置及び運営をはじめとした各種事業に必要な経費
を負担するとともに中心的な役割を担う。

乙の役割 甲とともに一部事務組合を組織し、複合文化施設の共
同設置及び運営をはじめとした各種事業について、必
要に応じて経費を負担する。

⑵ スポーツ環境の充実

取組の内容 スポーツ及びレクリエーションを通じて交流と文化を
育み、健康で豊かな生活を実現するため、総合スポー
ツ施設等の環境整備及び運営をはじめとした各種事業
に取り組む。 を

甲の役割 総合スポーツ施設等の環境整備及び運営をはじめとし
た各種事業に必要な経費を負担するとともに、乙に幅
広く利用機会を提供する。

乙の役割 甲が運営する総合スポーツ施設等を積極的に活用する
とともに、必要に応じて各種事業の実施に協力する。
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⑶ 消費生活の安全及び安心の確保

取組の内容 消費生活相談窓口の利便性の向上を図るため、消費生
活センターの共同設置及び運営をはじめとした各種事
業に取り組む。

甲の役割 消費生活センターを乙と共同で設置し、運営をはじめ
とした各種事業に必要な経費を負担するとともに中心
的な役割を担う。

乙の役割 消費生活センターを甲と共同で設置し、運営をはじめ
とした各種事業に必要な経費を負担する。

｣

「７ その他

⑴ 芸術文化の向上及び交流の場の提供

取組の内容 下北地域における文化、教育、福祉、保健等の各種団
体等の研修の場、文化芸術のイベント等を通じて、健
康で豊かな生活の実現を図るため、下北文化会館の運
営をはじめとした各種事業に取り組む。

甲の役割 下北文化会館の運営をはじめとした各種事業に必要な
経費を負担するとともに、乙に幅広く利用機会を提供
する。

乙の役割 甲が運営する下北文化会館を積極的に活用するととも
に、必要に応じて各種事業の実施に協力する。

⑵ スポーツ環境の充実

取組の内容 スポーツ及びレクリエーションを通じて交流と文化を
育み、健康で豊かな生活を実現するため、総合スポー
ツ施設等の環境整備及び運営をはじめとした各種事業
に取り組む。 に

甲の役割 総合スポーツ施設等の環境整備及び運営をはじめとし
た各種事業に必要な経費を負担するとともに、乙に幅
広く利用機会を提供する。

乙の役割 甲が運営する総合スポーツ施設等を積極的に活用する
とともに、必要に応じて各種事業の実施に協力する。

⑶ 消費生活の安全及び安心の確保

取組の内容 消費生活相談窓口の利便性の向上を図るため、消費生
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活センターの共同設置及び運営をはじめとした各種事
業に取り組む。

甲の役割 消費生活センターを乙と共同で設置し、運営をはじめ
とした各種事業に必要な経費を負担するとともに中心
的な役割を担う。

乙の役割 消費生活センターを甲と共同で設置し、運営をはじめ
とした各種事業に必要な経費を負担する。

」

改める。

別表第２中

「２ 地域内外の住民との交流及び移住促進

交流、移住及び定住の促進

取組の内容 交流、移住及び定住の促進を図るため、空家等対策に
よる安全で安心なまちづくり等の各種事業に取り組
む。

甲の役割 空家等対策の推進に関する団体を乙と共同で設置し、 を
運営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担する
とともに中心的な役割を担う。

乙の役割 空家等対策の推進に関する団体を甲と共同で設置し、
運営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担す
る。

」

「２ 道路等の交通インフラの整備

大間～函館航路の維持及び確保

取組の内容 下北地域と北海道を結ぶ唯一の交通手段である大間～
函館航路の維持を図るため、利用促進をはじめ、関係
機関への要望活動等の各種事業に取り組む。

に
甲の役割 航路の維持のため、乙と連携し、利用促進をはじめ、

関係機関への要望活動等における中心的な役割を担
う。

乙の役割 航路の維持のため、甲と連携し、利用促進をはじめ、
関係機関への要望活動等に取り組む。

」

改める。
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本協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、

各自その１通を保有する。

令和 年 月 日

甲 青森県むつ市中央一丁目８番１号

むつ市長 山 本 知 也

乙 青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内５番地３４

東通村長 畑 中 稔 朗
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議案第９７号

定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の締結について

風間浦村との間において、定住自立圏形成協定の一部を変更する協定を次のとお

り締結することについて、むつ市議会の議決すべき事件を定める条例第２条第２号

の規定により、議会の議決を求める。

令和６年１１月２５日提出

むつ市長 山 本 知 也

提案理由

風間浦村との間において、定住自立圏の形成に関し必要な事項を改め、定住自立

圏形成協定の一部を変更するためのものである。
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定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定書

むつ市（以下「甲」という。）と風間浦村（以下「乙」という。）は、平成２７

年１０月５日に締結した定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定を次

のとおり締結する。

別表第１中

「１ 医療

⑴ 医療環境の充実

取組の内容 中核病院を中心とした公立病院及び診療所の連携強化
を図るため、病院事業の共同運営をはじめとした各種
事業に取り組む。

甲の役割 乙とともに一部事務組合を組織し、病院事業の共同運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担すると
ともに中心的な役割を担う。

乙の役割 甲とともに一部事務組合を組織し、病院事業の共同運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担する。

を

⑵ 初期救急医療体制の充実

取組の内容 初期救急医療体制の充実を図るため、むつ市内の民間
医療機関が実施する休日夜間診療体制の維持及び確保
に取り組む。

甲の役割 休日夜間診療体制を維持し、運営に必要な経費を負担
する。

乙の役割 甲が行う休日夜間診療体制の維持を支援するととも
に、必要に応じて経費を負担する。

」

「１ 医療

医療環境の充実

取組の内容 中核病院を中心とした公立病院及び診療所の連携強化
を図るため、病院事業の共同運営をはじめとした各種
事業に取り組む。

に､
甲の役割 乙とともに一部事務組合を組織し、病院事業の共同運

営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担すると
ともに中心的な役割を担う。
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乙の役割 甲とともに一部事務組合を組織し、病院事業の共同運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担する。

」

「３ 教育

⑴ 教育水準の向上及び教育相談の充実

取組の内容 教育水準の向上及び教育相談の充実を図るため、教育
研修施設の共同設置及び運営をはじめとした各種事業
に取り組む。

甲の役割 教育研修施設を乙と共同で設置し、運営をはじめとし
た各種事業に必要な経費を負担するとともに中心的な
役割を担う。

乙の役割 教育研修施設を甲と共同で設置し、運営をはじめとし
た各種事業に必要な経費を負担する。

⑵ 次代を担う人財育成及び人財確保の強化

取組の内容 高校生をはじめとした次代を担う人財育成及び人財確
保の強化を図るため、首都圏等の大学と連携した各種
事業に取り組む。

甲の役割 人財育成及び人財確保事業の推進に関する団体を乙と を
共同で設置し、運営をはじめとした各種事業に必要な
経費を負担するとともに中心的な役割を担う。

乙の役割 人財育成及び人財確保事業の推進に関する団体を甲と
共同で設置し、運営をはじめとした各種事業の実施に
協力する。

⑶ 大学と連携した地域の活性化

取組の内容 若者の視点を取り入れた、にぎわいと魅力があふれる
地域の形成を図るため、青森大学むつキャンパスと連
携し、圏域市町村のまちづくりをはじめとした各種事
業に取り組む。

甲の役割 乙及び青森大学むつキャンパスと連携し、地域活性化
に向けた取組を行うとともに、中心的な役割を担う。

乙の役割 甲及び青森大学むつキャンパスと連携し、地域活性化
に向けた取組を行う。

」
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「３ 教育

⑴ 教育水準の向上及び教育相談の充実

取組の内容 教育水準の向上及び教育相談の充実を図るため、教育
研修施設の共同設置及び運営をはじめとした各種事業
に取り組む。

甲の役割 教育研修施設を乙と共同で設置し、運営をはじめとし
た各種事業に必要な経費を負担するとともに中心的な
役割を担う。

乙の役割 教育研修施設を甲と共同で設置し、運営をはじめとし
た各種事業に必要な経費を負担する。

に､

⑵ 大学と連携した地域の活性化

取組の内容 若者の視点を取り入れた、にぎわいと魅力があふれる
地域の形成を図るため、青森大学むつキャンパスと連
携し、圏域市町村のまちづくりをはじめとした各種事
業に取り組む。

甲の役割 乙及び青森大学むつキャンパスと連携し、地域活性化
に向けた取組を行うとともに、中心的な役割を担う。

乙の役割 甲及び青森大学むつキャンパスと連携し、地域活性化
に向けた取組を行う。

」

「４ 産業振興

⑴ 地域経済の活性化及び雇用対策の充実

取組の内容 地域経済の活性化及び雇用対策の充実を図るため、創
業支援事業をはじめとした各種事業に取り組む。

甲の役割 創業支援事業に関するワンストップ窓口を乙と共同で
設置し、創業に関する総合的な支援をはじめとした各
種事業に必要な経費を負担するとともに中心的な役割
を担う。

乙の役割 創業支援事業に関するワンストップ窓口を甲と共同で
設置し、創業に関する各種事業について、必要に応じ
て経費を負担する。

⑵ 産業振興体制の強化

取組の内容 地域産業の発展及び地域活性化を図るため、クラウド
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ファンディングによる資金調達をはじめとした各種事
業に取り組む。

甲の役割 産業振興の推進に関する団体を乙と共同で設置し、運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担すると
ともに中心的な役割を担う。

乙の役割 産業振興の推進に関する団体を甲と共同で設置し、運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担する。

⑶ 地域資源を活用した地域経済の拡大等

取組の内容 地域資源を活用した地域経済の拡大及び地域活性化を
図るため、地場産品の販路拡大事業をはじめとした各
種事業に取り組む。

甲の役割 乙と連携し、地場産品の販路拡大事業等を実施し、必
要な経費を負担するとともに中心的な役割を担う。

乙の役割 甲と連携し、地場産品の販路拡大事業等を実施し、必 を
要な経費を負担する。

⑷ 広域観光体制の充実

取組の内容 観光資源の魅力をいかした広域観光体制の充実を図る
ため、観光ＰＲ等の各種事業に取り組む。

甲の役割 観光事業の推進に関する団体を乙と共同で設置し、運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担すると
ともに中心的な役割を担う。

乙の役割 観光事業の推進に関する団体を甲と共同で設置し、運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担する。

⑸ 豊かな農林業環境の維持（ニホンザル被害対策）

取組の内容 ニホンザルによる農作物被害等の防止を図るため、ニ
ホンザル被害対策に向けた各種事業に取り組む。

甲の役割 被害対策事業の推進に関する団体を乙と共同で設置
し、運営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担
するとともに中心的な役割を担う。

乙の役割 被害対策事業の推進に関する団体を甲と共同で設置
し、運営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担
する。
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⑹ 豊かな農林業環境の維持（有害鳥獣等被害対策）

取組の内容 有害鳥獣等による農作物被害等の防止を図るため、有
害鳥獣等被害防止対策に向けた各種事業に取り組む。

甲の役割 乙と連携し、必要な対策を行い、実施に必要な経費を
負担するとともに中心的な役割を担う。

乙の役割 甲と連携し、必要な対策を行い、実施に必要な経費を
負担する。

」

「４ 産業振興

⑴ 地域経済の活性化及び雇用対策の充実

取組の内容 地域経済の活性化及び雇用対策の充実を図るため、創
業支援事業をはじめとした各種事業に取り組む。

甲の役割 創業支援事業に関するワンストップ窓口を乙と共同で
設置し、創業に関する総合的な支援をはじめとした各
種事業に必要な経費を負担するとともに中心的な役割
を担う。

乙の役割 創業支援事業に関するワンストップ窓口を甲と共同で
設置し、創業に関する各種事業について、必要に応じ
て経費を負担する。

⑵ 産業振興体制の強化

取組の内容 地域産業の発展及び地域活性化を図るため、クラウド
ファンディングによる資金調達をはじめとした各種事
業に取り組む。

甲の役割 産業振興の推進に関する団体を乙と共同で設置し、運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担すると
ともに中心的な役割を担う。

乙の役割 産業振興の推進に関する団体を甲と共同で設置し、運 に､
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担する。

⑶ 広域観光体制の充実

取組の内容 観光資源の魅力をいかした広域観光体制の充実を図る
ため、観光ＰＲ等の各種事業に取り組む。

甲の役割 観光事業の推進に関する団体を乙と共同で設置し、運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担すると
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ともに中心的な役割を担う。

乙の役割 観光事業の推進に関する団体を甲と共同で設置し、運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担する。

⑷ 豊かな農林業環境の維持（有害鳥獣等被害対策）

取組の内容 有害鳥獣等による農作物被害等の防止を図るため、有
害鳥獣等被害防止対策に向けた各種事業に取り組む。

甲の役割 乙と連携し、必要な対策を行い、実施に必要な経費を
負担するとともに中心的な役割を担う。

乙の役割 甲と連携し、必要な対策を行い、実施に必要な経費を
負担する。

」

「７ その他

⑴ 芸術文化の向上及び交流の場の提供

取組の内容 芸術文化の向上及び交流の場の提供を図るため、複合
文化施設の共同設置及び運営をはじめとした各種事業
に取り組む。

甲の役割 乙とともに一部事務組合を組織し、複合文化施設の共
同設置及び運営をはじめとした各種事業に必要な経費
を負担するとともに中心的な役割を担う。

乙の役割 甲とともに一部事務組合を組織し、複合文化施設の共
同設置及び運営をはじめとした各種事業について、必
要に応じて経費を負担する。

⑵ スポーツ環境の充実

取組の内容 スポーツ及びレクリエーションを通じて交流と文化を
育み、健康で豊かな生活を実現するため、総合スポー
ツ施設等の環境整備及び運営をはじめとした各種事業
に取り組む。 を

甲の役割 総合スポーツ施設等の環境整備及び運営をはじめとし
た各種事業に必要な経費を負担するとともに、乙に幅
広く利用機会を提供する。

乙の役割 甲が運営する総合スポーツ施設等を積極的に活用する
とともに、必要に応じて各種事業の実施に協力する。
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⑶ 消費生活の安全及び安心の確保

取組の内容 消費生活相談窓口の利便性の向上を図るため、消費生
活センターの共同設置及び運営をはじめとした各種事
業に取り組む。

甲の役割 消費生活センターを乙と共同で設置し、運営をはじめ
とした各種事業に必要な経費を負担するとともに中心
的な役割を担う。

乙の役割 消費生活センターを甲と共同で設置し、運営をはじめ
とした各種事業に必要な経費を負担する。

｣

「７ その他

⑴ 芸術文化の向上及び交流の場の提供

取組の内容 下北地域における文化、教育、福祉、保健等の各種団
体等の研修の場、文化芸術のイベント等を通じて、健
康で豊かな生活の実現を図るため、下北文化会館の運
営をはじめとした各種事業に取り組む。

甲の役割 下北文化会館の運営をはじめとした各種事業に必要な
経費を負担するとともに、乙に幅広く利用機会を提供
する。

乙の役割 甲が運営する下北文化会館を積極的に活用するととも
に、必要に応じて各種事業の実施に協力する。

⑵ スポーツ環境の充実

取組の内容 スポーツ及びレクリエーションを通じて交流と文化を
育み、健康で豊かな生活を実現するため、総合スポー
ツ施設等の環境整備及び運営をはじめとした各種事業
に取り組む。 に

甲の役割 総合スポーツ施設等の環境整備及び運営をはじめとし
た各種事業に必要な経費を負担するとともに、乙に幅
広く利用機会を提供する。

乙の役割 甲が運営する総合スポーツ施設等を積極的に活用する
とともに、必要に応じて各種事業の実施に協力する。

⑶ 消費生活の安全及び安心の確保

取組の内容 消費生活相談窓口の利便性の向上を図るため、消費生
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活センターの共同設置及び運営をはじめとした各種事
業に取り組む。

甲の役割 消費生活センターを乙と共同で設置し、運営をはじめ
とした各種事業に必要な経費を負担するとともに中心
的な役割を担う。

乙の役割 消費生活センターを甲と共同で設置し、運営をはじめ
とした各種事業に必要な経費を負担する。

」

改める。

別表第２中

「２ 地域内外の住民との交流及び移住促進

交流、移住及び定住の促進

取組の内容 交流、移住及び定住の促進を図るため、空家等対策に
よる安全で安心なまちづくり等の各種事業に取り組
む。

甲の役割 空家等対策の推進に関する団体を乙と共同で設置し、 を
運営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担する
とともに中心的な役割を担う。

乙の役割 空家等対策の推進に関する団体を甲と共同で設置し、
運営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担す
る。

」

「２ 道路等の交通インフラの整備

大間～函館航路の維持及び確保

取組の内容 下北地域と北海道を結ぶ唯一の交通手段である大間～
函館航路の維持を図るため、利用促進をはじめ、関係
機関への要望活動等の各種事業に取り組む。

に
甲の役割 航路の維持のため、乙と連携し、利用促進をはじめ、

関係機関への要望活動等における中心的な役割を担
う。

乙の役割 航路の維持のため、甲と連携し、利用促進をはじめ、
関係機関への要望活動等に取り組む。

」

改める。



74

本協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、

各自その１通を保有する。

令和 年 月 日

甲 青森県むつ市中央一丁目８番１号

む つ 市 長 山 本 知 也

乙 青森県下北郡風間浦村大字易国間字大川目２８番地５

風間浦村長 冨 岡 宏
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議案第９８号

定住自立圏形成協定の一部を変更する協定の締結について

佐井村との間において、定住自立圏形成協定の一部を変更する協定を次のとおり

締結することについて、むつ市議会の議決すべき事件を定める条例第２条第２号の

規定により、議会の議決を求める。

令和６年１１月２５日提出

むつ市長 山 本 知 也

提案理由

佐井村との間において、定住自立圏の形成に関し必要な事項を改め、定住自立圏

形成協定の一部を変更するためのものである。
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定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定書

むつ市（以下「甲」という。）と佐井村（以下「乙」という。）は、平成２７年

１０月５日に締結した定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定を次の

とおり締結する。

別表第１中

「１ 医療

⑴ 診療体制の充実

取組の内容 診療体制の充実を図るため、中核病院を中心とした公
立病院及び診療所の医師確保に取り組む。

甲の役割 乙と連携し、医師の派遣を行う。

乙の役割 甲と連携し、医師の派遣を受けるとともに、派遣に必
要な経費を負担する。

⑵ 医療環境の充実

取組の内容 中核病院を中心とした公立病院及び診療所の連携強化
を図るため、病院事業の共同運営をはじめとした各種
事業に取り組む。

甲の役割 乙とともに一部事務組合を組織し、病院事業の共同運 を
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担すると
ともに中心的な役割を担う。

乙の役割 甲とともに一部事務組合を組織し、病院事業の共同運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担する。

⑶ 初期救急医療体制の充実

取組の内容 初期救急医療体制の充実を図るため、むつ市内の民間
医療機関が実施する休日夜間診療体制の維持及び確保
に取り組む。

甲の役割 休日夜間診療体制を維持し、運営に必要な経費を負担
する。

乙の役割 甲が行う休日夜間診療体制の維持を支援するととも
に、必要に応じて経費を負担する。

」
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「１ 医療

⑴ 診療体制の充実

取組の内容 診療体制の充実を図るため、中核病院を中心とした公
立病院及び診療所の医師確保に取り組む。

甲の役割 乙と連携し、医師の派遣を行う。

乙の役割 甲と連携し、医師の派遣を受けるとともに、派遣に必
要な経費を負担する。

⑵ 医療環境の充実 に､

取組の内容 中核病院を中心とした公立病院及び診療所の連携強化
を図るため、病院事業の共同運営をはじめとした各種
事業に取り組む。

甲の役割 乙とともに一部事務組合を組織し、病院事業の共同運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担すると
ともに中心的な役割を担う。

乙の役割 甲とともに一部事務組合を組織し、病院事業の共同運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担する。

」

「３ 教育

⑴ 教育水準の向上及び教育相談の充実

取組の内容 教育水準の向上及び教育相談の充実を図るため、教育
研修施設の共同設置及び運営をはじめとした各種事業
に取り組む。

甲の役割 教育研修施設を乙と共同で設置し、運営をはじめとし
た各種事業に必要な経費を負担するとともに中心的な
役割を担う。

乙の役割 教育研修施設を甲と共同で設置し、運営をはじめとし
た各種事業に必要な経費を負担する。

⑵ 次代を担う人財育成及び人財確保の強化

取組の内容 高校生をはじめとした次代を担う人財育成及び人財確
保の強化を図るため、首都圏等の大学と連携した各種
事業に取り組む。

甲の役割 人財育成及び人財確保事業の推進に関する団体を乙と を
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共同で設置し、運営をはじめとした各種事業に必要な
経費を負担するとともに中心的な役割を担う。

乙の役割 人財育成及び人財確保事業の推進に関する団体を甲と
共同で設置し、運営をはじめとした各種事業の実施に
協力する。

⑶ 大学と連携した地域の活性化

取組の内容 若者の視点を取り入れた、にぎわいと魅力があふれる
地域の形成を図るため、青森大学むつキャンパスと連
携し、圏域市町村のまちづくりをはじめとした各種事
業に取り組む。

甲の役割 乙及び青森大学むつキャンパスと連携し、地域活性化
に向けた取組を行うとともに、中心的な役割を担う。

乙の役割 甲及び青森大学むつキャンパスと連携し、地域活性化
に向けた取組を行う。

」

「３ 教育

⑴ 教育水準の向上及び教育相談の充実

取組の内容 教育水準の向上及び教育相談の充実を図るため、教育
研修施設の共同設置及び運営をはじめとした各種事業
に取り組む。

甲の役割 教育研修施設を乙と共同で設置し、運営をはじめとし
た各種事業に必要な経費を負担するとともに中心的な
役割を担う。

乙の役割 教育研修施設を甲と共同で設置し、運営をはじめとし
た各種事業に必要な経費を負担する。

に､

⑵ 大学と連携した地域の活性化

取組の内容 若者の視点を取り入れた、にぎわいと魅力があふれる
地域の形成を図るため、青森大学むつキャンパスと連
携し、圏域市町村のまちづくりをはじめとした各種事
業に取り組む。

甲の役割 乙及び青森大学むつキャンパスと連携し、地域活性化
に向けた取組を行うとともに、中心的な役割を担う。

乙の役割 甲及び青森大学むつキャンパスと連携し、地域活性化
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に向けた取組を行う。
」

「４ 産業振興

⑴ 地域経済の活性化及び雇用対策の充実

取組の内容 地域経済の活性化及び雇用対策の充実を図るため、創
業支援事業をはじめとした各種事業に取り組む。

甲の役割 創業支援事業に関するワンストップ窓口を乙と共同で
設置し、創業に関する総合的な支援をはじめとした各
種事業に必要な経費を負担するとともに中心的な役割
を担う。

乙の役割 創業支援事業に関するワンストップ窓口を甲と共同で
設置し、創業に関する各種事業について、必要に応じ
て経費を負担する。

⑵ 産業振興体制の強化

取組の内容 地域産業の発展及び地域活性化を図るため、クラウド
ファンディングによる資金調達をはじめとした各種事
業に取り組む。

甲の役割 産業振興の推進に関する団体を乙と共同で設置し、運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担すると
ともに中心的な役割を担う。

乙の役割 産業振興の推進に関する団体を甲と共同で設置し、運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担する。

⑶ 地域資源を活用した地域経済の拡大等

取組の内容 地域資源を活用した地域経済の拡大及び地域活性化を
図るため、地場産品の販路拡大事業をはじめとした各
種事業に取り組む。

甲の役割 乙と連携し、地場産品の販路拡大事業等を実施し、必
要な経費を負担するとともに中心的な役割を担う。

乙の役割 甲と連携し、地場産品の販路拡大事業等を実施し、必 を
要な経費を負担する。

⑷ 広域観光体制の充実

取組の内容 観光資源の魅力をいかした広域観光体制の充実を図る



80

ため、観光ＰＲ等の各種事業に取り組む。

甲の役割 観光事業の推進に関する団体を乙と共同で設置し、運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担すると
ともに中心的な役割を担う。

乙の役割 観光事業の推進に関する団体を甲と共同で設置し、運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担する。

⑸ 豊かな農林業環境の維持（ニホンザル被害対策）

取組の内容 ニホンザルによる農作物被害等の防止を図るため、ニ
ホンザル被害対策に向けた各種事業に取り組む。

甲の役割 被害対策事業の推進に関する団体を乙と共同で設置
し、運営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担
するとともに中心的な役割を担う。

乙の役割 被害対策事業の推進に関する団体を甲と共同で設置
し、運営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担
する。

⑹ 豊かな農林業環境の維持（有害鳥獣等被害対策）

取組の内容 有害鳥獣等による農作物被害等の防止を図るため、有
害鳥獣等被害防止対策に向けた各種事業に取り組む。

甲の役割 乙と連携し、必要な対策を行い、実施に必要な経費を
負担するとともに中心的な役割を担う。

乙の役割 甲と連携し、必要な対策を行い、実施に必要な経費を
負担する。

」

「４ 産業振興

⑴ 地域経済の活性化及び雇用対策の充実

取組の内容 地域経済の活性化及び雇用対策の充実を図るため、創
業支援事業をはじめとした各種事業に取り組む。

甲の役割 創業支援事業に関するワンストップ窓口を乙と共同で
設置し、創業に関する総合的な支援をはじめとした各
種事業に必要な経費を負担するとともに中心的な役割
を担う。

乙の役割 創業支援事業に関するワンストップ窓口を甲と共同で
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設置し、創業に関する各種事業について、必要に応じ
て経費を負担する。

⑵ 産業振興体制の強化

取組の内容 地域産業の発展及び地域活性化を図るため、クラウド
ファンディングによる資金調達をはじめとした各種事
業に取り組む。

甲の役割 産業振興の推進に関する団体を乙と共同で設置し、運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担すると
ともに中心的な役割を担う。

乙の役割 産業振興の推進に関する団体を甲と共同で設置し、運 に､
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担する。

⑶ 広域観光体制の充実

取組の内容 観光資源の魅力をいかした広域観光体制の充実を図る
ため、観光ＰＲ等の各種事業に取り組む。

甲の役割 観光事業の推進に関する団体を乙と共同で設置し、運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担すると
ともに中心的な役割を担う。

乙の役割 観光事業の推進に関する団体を甲と共同で設置し、運
営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担する。

⑷ 豊かな農林業環境の維持（有害鳥獣等被害対策）

取組の内容 有害鳥獣等による農作物被害等の防止を図るため、有
害鳥獣等被害防止対策に向けた各種事業に取り組む。

甲の役割 乙と連携し、必要な対策を行い、実施に必要な経費を
負担するとともに中心的な役割を担う。

乙の役割 甲と連携し、必要な対策を行い、実施に必要な経費を
負担する。

」

「７ その他

⑴ 芸術文化の向上及び交流の場の提供

取組の内容 芸術文化の向上及び交流の場の提供を図るため、複合
文化施設の共同設置及び運営をはじめとした各種事業
に取り組む。
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甲の役割 乙とともに一部事務組合を組織し、複合文化施設の共
同設置及び運営をはじめとした各種事業に必要な経費
を負担するとともに中心的な役割を担う。

乙の役割 甲とともに一部事務組合を組織し、複合文化施設の共
同設置及び運営をはじめとした各種事業について、必
要に応じて経費を負担する。

⑵ スポーツ環境の充実

取組の内容 スポーツ及びレクリエーションを通じて交流と文化を
育み、健康で豊かな生活を実現するため、総合スポー
ツ施設等の環境整備及び運営をはじめとした各種事業
に取り組む。 を

甲の役割 総合スポーツ施設等の環境整備及び運営をはじめとし
た各種事業に必要な経費を負担するとともに、乙に幅
広く利用機会を提供する。

乙の役割 甲が運営する総合スポーツ施設等を積極的に活用する
とともに、必要に応じて各種事業の実施に協力する。

⑶ 消費生活の安全及び安心の確保

取組の内容 消費生活相談窓口の利便性の向上を図るため、消費生
活センターの共同設置及び運営をはじめとした各種事
業に取り組む。

甲の役割 消費生活センターを乙と共同で設置し、運営をはじめ
とした各種事業に必要な経費を負担するとともに中心
的な役割を担う。

乙の役割 消費生活センターを甲と共同で設置し、運営をはじめ
とした各種事業に必要な経費を負担する。

｣

「７ その他

⑴ 芸術文化の向上及び交流の場の提供

取組の内容 下北地域における文化、教育、福祉、保健等の各種団
体等の研修の場、文化芸術のイベント等を通じて、健
康で豊かな生活の実現を図るため、下北文化会館の運
営をはじめとした各種事業に取り組む。

甲の役割 下北文化会館の運営をはじめとした各種事業に必要な
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経費を負担するとともに、乙に幅広く利用機会を提供
する。

乙の役割 甲が運営する下北文化会館を積極的に活用するととも
に、必要に応じて各種事業の実施に協力する。

⑵ スポーツ環境の充実

取組の内容 スポーツ及びレクリエーションを通じて交流と文化を
育み、健康で豊かな生活を実現するため、総合スポー
ツ施設等の環境整備及び運営をはじめとした各種事業
に取り組む。 に

甲の役割 総合スポーツ施設等の環境整備及び運営をはじめとし
た各種事業に必要な経費を負担するとともに、乙に幅
広く利用機会を提供する。

乙の役割 甲が運営する総合スポーツ施設等を積極的に活用する
とともに、必要に応じて各種事業の実施に協力する。

⑶ 消費生活の安全及び安心の確保

取組の内容 消費生活相談窓口の利便性の向上を図るため、消費生
活センターの共同設置及び運営をはじめとした各種事
業に取り組む。

甲の役割 消費生活センターを乙と共同で設置し、運営をはじめ
とした各種事業に必要な経費を負担するとともに中心
的な役割を担う。

乙の役割 消費生活センターを甲と共同で設置し、運営をはじめ
とした各種事業に必要な経費を負担する。

」

改める。

別表第２中

「２ 地域内外の住民との交流及び移住促進

交流、移住及び定住の促進

取組の内容 交流、移住及び定住の促進を図るため、空家等対策に
よる安全で安心なまちづくり等の各種事業に取り組
む。

甲の役割 空家等対策の推進に関する団体を乙と共同で設置し、 を
運営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担する
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とともに中心的な役割を担う。

乙の役割 空家等対策の推進に関する団体を甲と共同で設置し、
運営をはじめとした各種事業に必要な経費を負担す
る。

」

「２ 道路等の交通インフラの整備

大間～函館航路の維持及び確保

取組の内容 下北地域と北海道を結ぶ唯一の交通手段である大間～
函館航路の維持を図るため、利用促進をはじめ、関係
機関への要望活動等の各種事業に取り組む。

に
甲の役割 航路の維持のため、乙と連携し、利用促進をはじめ、

関係機関への要望活動等における中心的な役割を担
う。

乙の役割 航路の維持のため、甲と連携し、利用促進をはじめ、
関係機関への要望活動等に取り組む。

」

改める。

本協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、

各自その１通を保有する。

令和 年 月 日

甲 青森県むつ市中央一丁目８番１号

むつ市長 山 本 知 也

乙 青森県下北郡佐井村大字佐井字糠森２０番地

佐井村長 太 田 直 樹
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議案第９９号

むつ市監査委員に選任する者につき同意を求めることについて

むつ市監査委員に次の者を選任することについて、地方自治法第１９６条第１項

の規定により、議会の同意を求める。

令和６年１１月２５日提出

むつ市長 山 本 知 也

識見者 氏 家 剛
うじ いえ つよし

提案理由

むつ市監査委員の齊藤秀人委員の任期が本年１２月１４日をもって満了すること

に伴い、提案するものである。
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議案第１００号

むつ市教育委員会の委員に任命する者につき同意を求めることについて

むつ市教育委員会の委員に次の者を任命することについて、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求める。

令和６年１１月２５日提出

むつ市長 山 本 知 也

田 中 志 昌
た なか ゆき まさ

提案理由

むつ市教育委員会の田中志昌委員の任期が本年１２月１９日をもって満了するこ

とに伴い、提案するものである。





89

議案第１０１号

むつ市教育委員会の委員に任命する者につき同意を求めることについて

むつ市教育委員会の委員に次の者を任命することについて、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求める。

令和６年１１月２５日提出

むつ市長 山 本 知 也

長 岡 俊 成
なが おか しゅん じょう

提案理由

むつ市教育委員会の長岡俊成委員の任期が来年１月１５日をもって満了すること

に伴い、提案するものである。
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議案第１０２号

むつ市固定資産評価審査委員会の委員に選任する者につき同意を求めること

について

むつ市固定資産評価審査委員会の委員に次の者を選任することについて、地方税

法第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求める。

令和６年１１月２５日提出

むつ市長 山 本 知 也

蛯 名 芳 德
えび な よし のり

提案理由

むつ市固定資産評価審査委員会の川向常寛委員の任期が本年１２月２２日をもっ

て満了することに伴い、提案するものである。
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議案第１０３号

むつ市固定資産評価審査委員会の委員に選任する者につき同意を求めること

について

むつ市固定資産評価審査委員会の委員に次の者を選任することについて、地方税

法第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求める。

令和６年１１月２５日提出

むつ市長 山 本 知 也

下 山 益 雄
しも やま ます お

提案理由

むつ市固定資産評価審査委員会の下山益雄委員の任期が本年１２月２２日をもっ

て満了することに伴い、提案するものである。
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議案第１０４号

令和６年度むつ市一般会計補正予算

令和６年度むつ市一般会計予算を補正することについて、地方自治法第９６条第

１項第２号の規定により、議会の議決を求める。

令和６年１１月２５日提出

むつ市長 山 本 知 也

（予算書別紙）
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議案第１０５号

令和６年度むつ市水道事業会計補正予算

令和６年度むつ市水道事業会計予算を補正することについて、地方自治法第９６

条第１項第２号の規定により、議会の議決を求める。

令和６年１１月２５日提出

むつ市長 山 本 知 也

（予算書別紙）
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報告第２３号

専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定に基づき、これを報告し、その承認を求める。

令和６年１１月２５日提出

むつ市長 山 本 知 也
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むつ市専決第１６号

専決処分書

地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。

令和６年１０月４日

むつ市長 山 本 知 也

（予算書別紙）





　　議案第１０４号

 

令和６年度

む つ 市 一 般 会 計

む　つ　市

補 正 予 算 書



裏面



　令和６年度むつ市一般会計補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ43,337千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

　それぞれ42,914,607千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

　「第１表　歳入歳出予算補正」による。

（継続費の補正）

第２条　継続費の追加は、「第２表　継続費補正」による。

（繰越明許費の補正）

第３条　繰越明許費の追加は、「第３表　繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第４条　債務負担行為の追加は、「第４表　債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第５条　地方債の変更は、「第５表　地方債補正」による。

  令和6年11月25日提出

  　  むつ市長　山　本　知　也

令和６年度むつ市一般会計補正予算

－3－



第１表

１．歳　　入

１． 市 税 5,642,405 2,480 5,644,885

７． 使 用 済 燃 料 税 0 2,480 2,480

15． 国 庫 支 出 金 9,486,846 △ 8,988 9,477,858

２． 国 庫 補 助 金 5,355,652 △ 8,988 5,346,664

16． 県 支 出 金 3,002,182 22,805 3,024,987

２． 県 補 助 金 1,393,447 2,992 1,396,439

３． 県 委 託 金 140,365 19,813 160,178

19． 繰 入 金 1,446,673 2,140 1,448,813

１． 基 金 繰 入 金 1,446,432 2,140 1,448,572

21． 市 債 4,639,664 24,900 4,664,564

１． 市 債 4,639,664 24,900 4,664,564

42,871,270 43,337 42,914,607

２．歳　　出

２． 総 務 費 4,668,661 18,675 4,687,336

１． 総 務 管 理 費 4,050,469 17,298 4,067,767

２． 徴 税 費 296,807 1,377 298,184

３． 民 生 費 10,435,930 1,786 10,437,716

２． 老 人 福 祉 費 1,330,560 1,786 1,332,346

４． 衛 生 費 4,195,432 7,236 4,202,668

１． 保 健 衛 生 費 2,517,474 7,236 2,524,710

６． 農 林 水 産 業 費 1,166,634 13,500 1,180,134

４． 水 産 業 費 402,656 13,500 416,156

10． 教 育 費 7,530,051 2,140 7,532,191

１． 教 育 総 務 費 824,948 2,140 827,088

４． 社 会 教 育 費 757,073 0 757,073

42,871,270 43,337 42,914,607

歳　入　歳　出　予　算　補　正

（単位　千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

歳　   　出　   　合　   　計

歳　　　入　　　合　　　計

（単位　千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

－4－



第２表

（追　加） （単位　千円）

第３表

（追　加）

第４表

（追　加）

継　 　続　 　費　 　補　 　正

款 項 事 業 名

２．総務費 １．総務管理費 本庁舎電気室電源改修工事 107,195
令和６年度

総 額 年 度 年 割 額

0

令和７年度 107,195

むつ市ウェルネスパーク、むつ市総合アリーナ指定管理料
令和７年度から
令和11年度まで

１，１５７，０１３千円

１３，９８９千円

繰　 越　 明　 許　 費　 補　 正

款 項 事　　　業　　　名 金　　額

６．農 林 水 産 業 費 ４．水 産 業 費 浜奥内地区漁港施設機能強化事業 ５３，０００千円

債　務　負　担　行　為　補　正

事　　　　　　　　　項 期　　　　　間 限　度　額

舗装長寿命化修繕事業

10．教 育 費 ４．社 会 教 育 費 大畑地区公民館改修事業

令和６年度から
令和７年度まで

１００，９４７千円

脇野沢流通センターリニューアル事業
令和６年度から
令和７年度まで

１９，３１８千円

市道等維持事業
令和６年度から
令和７年度まで

４８，０３７千円

－5－



第５表

（変　更）

千円 千円

地　 　方 　　債 　　補 　　正

起 債 の 目 的

補　　　　正　　　　前 補　　　　正　　　　後

限 度 額 起債の方法 利　　率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利　　率 償還の方法

補正前と同じ 補正前と同じ 補正前と同じ庁舎整備 71,200 普通貸借 5.0％以内

漁港整備 143,900 （ただし、
利率見直し
方式による
借入れにお
いては当該
見直し後の
利率）

157,400

借入先融資
条件による

82,600

変更後の累計 4,639,664 4,664,564
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議案第１０４号参考資料

一般会計補正予算に関する説明書



総　　括

（歳　　　入）

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

10．

11．

12．

13．

14．

15．

16．

17．

18．

19．

20．

21．

22．

0

0

2,480

0

9,477,858

25,000

80,083

94,000

270,469

11,932,000

243,804

4,468

0

△ 8,988

配 当 割 交 付 金

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

17,000

9,000

0

0

1,685,000

0

1,685,000

補正前の予算額 補正予算額

272,000

3,000 3,000

17,000

計

0

272,000

94,000

80,083

5,644,885

0

（単位　千円）

22,805

5,642,405

県 支 出 金

243,804 0

分 担 金 及 び 負 担 金

市 税

法 人 事 業 税 交 付 金

地 方 消 費 税 交 付 金

款

環 境 性 能 割 交 付 金

国 有 提 供 施 設 等 所 在
市 町 村 助 成 交 付 金

地 方 譲 与 税

利 子 割 交 付 金

9,000

歳　　入　　合　　計 42,871,270

地 方 特 例 交 付 金

地 方 交 付 税

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

211,000

110,144

国 庫 支 出 金

使 用 料 及 び 手 数 料

270,469

9,486,846

財 産 収 入

寄 附 金

繰 入 金

繰 越 金

市 債

42,914,607

0

0 110,144

3,024,987

211,0000

0 20,114

1,448,813

43,337

2,140

3,063,774

612,644

24,900 4,664,564

4,468

20,114

0

1,446,673

3,063,774

612,644 0

4,639,664

25,000

11,932,000

3,002,182

0

諸 収 入
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（歳　　　出） （単位　千円）

国県支出金 地方債 その他

１． 議 会 費 0 249,362 0

２． 総 務 費 18,675 4,687,336 △ 11,400 11,400 18,675

３． 民 生 費 1,786 10,437,716 1,786 0

４． 衛 生 費 7,236 4,202,668 3,618 3,618

５． 労 働 費 0 23,188 0

６． 農 林 水 産 業 費 13,500 1,180,134 13,500 0

７． 商 工 費 0 841,506 0

８． 土 木 費 0 1,991,075 0

９． 消 防 費 0 2,194,845 0

10． 教 育 費 2,140 7,532,191 19,813 2,140 △ 19,813

11． 公 債 費 0 4,043,435 0

12． 諸 支 出 金 0 5,506,151 0

13． 予 備 費 0 25,000 0

43,337 42,914,607 13,817 24,900 2,140 2,48042,871,270

款

歳　　出　　合　　計

4,195,432

1,166,634

1,991,075

4,043,435

5,506,151

841,506

7,530,051

2,194,845

23,188

25,000

補正予算額の財源内訳

特　定　財　源
一般財源

10,435,930

249,362

計
補正前の

予 算 額
補正予算額

4,668,661
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歳入

　　第7項　使用済燃料税 （単位　千円）

1 1 
使用済燃料 0 2,480 2,480 現年課税分 2,480 使用済燃料税現年課税分
税

計 0 2,480 2,480

　　第2項　国庫補助金 （単位　千円）

1 1
総務費国庫 361,254 △ 11,400 349,854 総務管理費 △ 11,400 災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な
補助金 補助金 燃料備蓄の推進事業費補助金

3 1
衛生費国庫 34,467 2,412 36,879 保健衛生費 2,412 循環型社会形成推進交付金（浄化槽分）
補助金 補助金

計 5,355,652 △ 8,988 5,346,664

　　第2項　県補助金 （単位　千円）

2 2
民生費県補 195,586 1,786 197,372 老人福祉費 1,786 施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金
助金 補助金

3 1
衛生費県補 12,945 1,206 14,151 保健衛生費 1,206 青森県浄化槽整備費補助金
助金 補助金

計 1,393,447 2,992 1,396,439

　　第3項　県委託金 （単位　千円）

7 1
教育費県委 1,000 19,813 20,813 教育費委託 19,813 地域スポーツクラブ活動体制整備事業委託金 19,063
託金 金 地域文化クラブ活動への移行に向けた実証事業委

託金 750

計 140,365 19,813 160,178

節
説　　　　　　　　　　明

区　分 金　額

　第15款　国庫支出金

目
補正前
の　額

補正額

　第1款　市税

目
補正前
の　額

補正額 計

計

計
節

説　　　　　　　　　　明
区　分 金　額

節
説　　　　　　　　　　明

区　分 金　額

　第16款　県支出金

　第16款　県支出金

目
補正前
の　額

補正額

説　　　　　　　　　　明
区　分 金　額

節
目

補正前
の　額

補正額 計
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　　第1項　基金繰入金 （単位　千円）

3 1
子ども夢育 4,520 2,140 6,660 子ども夢育 2,140 子ども夢育成基金繰入金
成基金繰入 成基金繰入
金 金

計 1,446,432 2,140 1,448,572

　第21款　市債
　　第1項　市債 （単位　千円）

1 1
総務債 631,264 11,400 642,664 総務管理債 11,400 庁舎整備債

4 4
農林水産業 540,400 13,500 553,900 水産業債 13,500 漁港整備債
債

計 4,639,664 24,900 4,664,564

（単位　千円）

42,871,270 43,337 42,914,607

目
補正前
の　額

補正額 計
節

説　　　　　　　　　　明
区　分 金　額

歳入合計

補正前
の　額

補正額 計

節
説　　　　　　　　　　明

区　分 金　額
目

補正前
の　額

補正額 計

　第19款　繰入金

－11－



歳出

　第2款　総務費
　　第1項　総務管理費 （単位　千円）

国　県
支出金

13
庁舎管理 519,789 0 519,789 △ 11,400 11,400 0 財源更正
費

30 24
財政調整 461,957 17,298 479,255 17,298 積立金 17,298 財政調整基金積立て
基金費

計 4,050,469 17,298 4,067,767 △ 11,400 11,400 0 17,298

　第2款　総務費
　　第2項　徴税費 （単位　千円）

国　県
支出金

2 11
市税等徴 32,923 1,377 34,300 1,377 役務費 1,377 市税等口座振替推進事業
収費 費

計 296,807 1,377 298,184 0 0 0 1,377

　第3款　民生費
　　第2項　老人福祉費 （単位　千円）

国　県
支出金

4 18
介護保険 1,046,883 1,786 1,048,669 1,786 0 負担金補 1,786 施設開設準備経費助成特
費 助及び交 別対策事業費

付金

計 1,330,560 1,786 1,332,346 1,786 0 0 0

　第4款　衛生費
　　第1項　保健衛生費 （単位　千円）

国　県
支出金

9 18
環境整備 20,052 7,236 27,288 3,618 3,618 負担金補 7,236 浄化槽設置整備助成事業
費 助及び交 費

付金

計 2,517,474 7,236 2,524,710 3,618 0 0 3,618

節

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

節

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

節

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

節

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

－12－



　第6款　農林水産業費
　　第4項　水産業費 （単位　千円）

国　県
支出金

4 18
漁港施設 138,450 13,500 151,950 13,500 0 負担金補 13,500 漁港施設機能強化事業負
整備費 助及び交 担金（大畑漁港） 10,000

付金
漁港機能増進事業負担金
（脇野沢漁港） 3,500

計 402,656 13,500 416,156 0 13,500 0 0

　第10款　教育費
　　第1項　教育総務費 （単位　千円）

国　県
支出金

3 18
義務教育 240,903 2,140 243,043 2,140 0 負担金補 2,140 子ども夢育成基金事業費
振興費 助及び交

付金

計 824,948 2,140 827,088 0 0 2,140 0

　第10款　教育費
　　第4項　社会教育費 （単位　千円）

国　県
支出金

6
地域文化 191,990 0 191,990 19,813 △ 19,813 財源更正
・スポー
ツクラブ
推進費

0

計 757,073 0 757,073 19,813 0 0 △ 19,813

（単位　千円）

国　県
支出金

42,871,270 43,337 42,914,607 13,817 24,900 2,140 2,480

節

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

目
補正前
の　額

補正額 計

歳出合計

補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳
特　定　財　源

一　般
財　源地方債 その他

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

－13－



(単位　千円）

％

6

7

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額
の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款 項
事
業
名

全　　体　　計　　画

年
度

年割額

左の財源内訳 前々年度末 前 年 度 末 当 該 年 度 当該年度末 翌 年 度 継 続 費 の

特　定　財　源
一般財源

ま で の

国県支出金 予 定 額 る 進 捗 率

2． 1． 本

庁

舎

電

気

室

電

源

改

修

工

事

総

務

費

総

務

管

理

費

0

地方債 その他 支 出 額 (見込 )額 予 定 額 支出予定額

0.00 0

までの支出 支 出 ま で の 以 降 支 出

0

107,195 100.0

総額に対す

計 107,195 0 80,300 26,895 0 0 0 107,195 100.0

107,195 80,300 26,895

－14－



(単位　千円）

国　県

支出金

脇野沢流通センターリニューアル

事業

（観光･シティプロモーション課）

市道等維持事業 48,000

（土木維持課）

舗装長寿命化修繕事業 100,900

（土木維持課）

むつ市ウェルネスパーク、むつ市 750,000

総合アリーナ指定管理料

（市民スポーツ課）

令和６年度
から令和７
年度まで

407,0131,157,013 限度額に
同じ

令和７年度
から令和11
年度まで

限度額に
同じ

47100,947

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支
出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

事　　　　　　　項 限 度 額

前年度までの 当該年度以降 左の財源内訳

支出(見込)額 の支出予定額 特 定 財 源

一般財源
期　　間 金　額 期　　間 金　額 地方債 その他

19,318 限度額に
同じ

19,318令和６年度
から令和７
年度まで

48,037 限度額に
同じ

37令和６年度
から令和７
年度まで

－15－



（単位　千円）

3,889,653 37,292,045 24,900 37,316,945合　　　計 36,377,361 36,542,034 4,639,664 24,900 4,664,564 3,889,653 0

0 0(６)教　　　　　育

0(５)商　　　　　工 0 0

4,075 143,825 143,825(４)土　　　　　木 119,800 147,900

0

0

0

(３)農 林 水 産 業 0

0(２)衛　　　　　生

0

(１)公　共　施　設 0

4,075 4,075 143,825 143,825２．災 害 復 旧 債 119,800 147,900

340,008 340,008 2,824,649 2,824,649

00 0 0

(12)過　疎　対　策 2,804,517 2,796,257 368,400 368,400

0

※参考普通債のうち

(11)辺　地　対　策

96,284 1,254,334 0 1,254,334(10)公　営　企　業 1,299,971 1,274,918 75,700 75,700 96,284

9,044,7241,867,300 584,870 584,870 9,044,724 0(９)教　　　　　育 7,819,241 7,762,294 1,867,300

2,078,372 0 2,078,372(８)消　　　　　防 1,415,821 1,937,281 275,500 275,500 134,409 134,409

204,698 2,274,840 0 2,274,840(７)公　営　住　宅 1,728,497 2,307,838 171,700 171,700 204,698

4,563,722817,300 528,778 528,778 4,563,722 0(６)土　　　　　木 4,346,427 4,275,200 817,300

165,671 0 165,671(５)商　　　　　工 99,656 105,450 81,300 81,300 21,079 21,079

210,626 1,651,145 13,500 1,664,645(４)農 林 水 産 業 1,369,977 1,321,371 540,400 13,500 553,900 210,626

1,529,805104,200 65,277 65,277 1,529,805 0(３)衛　　　　　生 935,957 1,490,882 104,200

568,236 0 568,236

4,664,564 3,885,578 0 3,885,578 37,148,220 24,900

(２)民　　　　　生 499,574 550,294 75,000 75,000 57,058 57,058

(１)総　　　　　務 16,742,440 15,368,606 631,264 11,400 642,664 1,982,498

37,173,120

1,982,498 14,017,372 11,400 14,028,772

１．普　 通 　債 36,257,561 36,394,134 4,639,664 24,900

補 正 額 補正後の額
補正前の額 補 正 額 補正後の額 補正前の額 補 正 額補正後の額

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及
び当該年度末における現在高の見込みに関する調書　

区  　　　　分
前 々 年 度
末 現 在 高

前 年 度 末
現 在 高

当該年度中増減見込 当該年度末現在高見込額

当該年度中起債見込額 当該年度中元金償還見込額
補正前の額
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裏面



議案第１０５号

令　和　６　年　度

むつ市水道事業会計補正予算書





令和６年度

　（総　　　則）

第１条 令和６年度むつ市水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

第２条 令和６年度むつ市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の予定量を

次のとおり補正する。

(４) 主要な建設改良事業

(イ) 千円 千円 千円

(ロ) 千円 千円 千円

　（収益的収入及び支出）

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

第１款 千円 千円 千円

第１項 千円 千円 千円

　（資本的収入及び支出）

第４条

第１款 千円 千円 千円

第１項 千円 千円 千円

第１款 千円 千円 千円

第１項 千円 千円 千円

その他建設改良費

営 業 費 用

予算第４条本文括弧書を改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する（資本的収

（既決予定額）

水道事業費用

（既決予定額）

643,838

（　計　）

資 本 的 収 入 661,43817,600

的収支調整額 27,444 千円、過年度分損益勘定留保資金 378,265 千円及び当年度分損益勘定留保

（科 目）

1,511,649

（科 目）

1,712,493

11,759

431,800

（既決予定額）

建 設 改 良 費

資 本 的 支 出

168,084137,251

344,439

支 出

配水管整備事業

支 出

38,313

543,019

1,430,662

（　計　）（補正予定額）

（科 目） （補正予定量） （　計　）

入額が資本的支出額に対し不足する額 769,224千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本

30,833

11,759

（　計　）

資金 363,515 千円で補塡するものとする。）。

（補正予定額）

17,600

収 入

38,313504,706

1,392,349

企 業 債 414,200

（科 目）

7,480 351,919

むつ市水道事業会計補正予算

1,700,734

（既決予定量）

1,499,890

（補正予定額）

3



　（企　業　債）

第５条 予算第５条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。

令 和 ６ 年 １１ 月 ２５ 日 提 出

む　つ　市　長　　　山　　本　　知　　也

431,800

方　法

補正前
と同じ

補正前
と同じ

補正
前と
同じ

起債の 償還の
利率

償還の

5.0％以
内（ただ
し、利率
見直し方
式による
借入れに
おいては
当該見直
し後の利
率）

方　法

証書
借入

借入先
融資条
件によ
る。

　建設改良事業

利　率
起債の

補　　正　　後

方　法（千円）

限度額

（千円） 方　法

起　債　の　目　的

414,200

限度額

補　　正　　前

4



１．令和６年度 むつ市水道事業会計　予算実施計画

２．令和６年度 むつ市水道事業　予定キャッシュ・フロー計算書

３．令和６年度 むつ市水道事業　予定貸借対照表

４．注　記　表 １２ 頁

　１０ 頁

　８ 頁

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　６ 頁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

地方公営企業法第２５条及び同法施行令第１７条の２の規定による予算に関する説明書

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5



　支　　　　　出
（単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計 備　　　　考

1 水道事業費用 1,700,734 11,759 1,712,493

1 営 業 費 用 1,499,890 11,759 1,511,649

2
配 水 及 び
給 水 費

132,529 11,759 144,288 物件費の増額

款 項 目

令和６年度　むつ市水道事業会計予算実施計画

収　益　的　収　入　及　び　支　出

6



　収　　　　　入
（単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計 備　　　　考

1 資本的収入 643,838 17,600 661,438

1 企 業 債 414,200 17,600 431,800

1 企 業 債 414,200 17,600 431,800
配水管整備事業費及びその他
建設改良費に充てる企業債の
増額

　支　　　　　出
（単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計 備　　　　考

1 資本的支出 1,392,349 38,313 1,430,662

1 建設改良費 504,706 38,313 543,019

2
配水管整備
事 業 費

137,251 30,833 168,084 工事費及び設計調査費の増額

3
そ の 他
建設改良費

344,439 7,480 351,919 工事費の増額

款 項 目

資　本　的　収　入　及　び　支　出

款 項 目

7



（単位：千円）

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 10,177

減 価 償 却 費 757,392

固定資産除却費 10,000

引当金の増減額 1,348

貸倒引当金の増減額 1,257

長期前受金戻入額 △ 288,687

控除対象外消費税額 9,648

受 取 利 息 0

支 払 利 息 131,279

未収金の増減額 75,191

貯蔵品の増減額 △ 11,881

未払金の増減額 △ 29,459

未払消費税等の増減 35,877

預り金の増減 △ 8,757

小計 693,385

利息の受取額 0

利息の支払額 △ 131,279

業務活動によるキャッシュ・フロー 562,106

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △ 400,636

国庫補助金等による収入 55,000

一般会計からの繰入金による収入 174,638

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 170,998

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 431,800

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 887,628

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 455,828

Ⅳ 資金増加額（又は減少額） △ 64,720

Ⅴ 資金期首残高 552,538

Ⅵ 資金期末残高 487,818

令和６年度　むつ市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

( 令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで ）
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（単位：千円）

１．

495,651

2,235,761

△ 1,336,255 899,506

28,523,829

△ 14,419,515 14,104,314

4,492,351

△ 2,827,544 1,664,807

284,058

△ 247,475 36,583

52,135

△ 43,556 8,579

224,497

17,433,937

1,699

1,699

17,435,636

２． 流 動 資 産

487,818

165,233

△ 1,693 163,540

37,582

688,940

18,124,576

３．
9,621,430

9,621,430

４． 流 動 負 債

852,441

15,116

35,877

50,993

13,582

法定福利費引当金 2,491

16,073

3,674

923,181

イ 土 地

ロ 建 物

減価償却累計額

ハ 構 築 物

　令和６年度　むつ市水道事業予定貸借対照表
( 令和 ７ 年 ３ 月 ３１ 日 ）

資　　　産　　　の　　　部

固 定 資 産

(1) 有形固定資産

固 定 資 産 合 計

減価償却累計額

ヘ 車 両 運 搬 具

減価償却累計額

減価償却累計額

ニ 機 械 及 び 装 置

減価償却累計額

ホ 工具･器具･備品

イ 電 話 加 入 権

無形固定資産合計

ト 建 設 仮 勘 定

有形固定資産合計

(2) 無形固定資産

(2) 未 払 金

イ 未 払 金

(1) 現 金 ・ 預 金

(2) 未 収 金

貸 倒 引 当 金

(3) 貯 蔵 品

流 動 資 産 合 計

資 産 合 計

負　　　債　　　の　　　部

(1) 企 業 債

固 定 負 債
(1) 企 業 債

固 定 負 債 合 計

引 当 金 合 計

(4) 預 り 金

(3) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

ロ

ロ 未 払 消 費 税 等

未 払 金 合 計

流 動 負 債 合 計

10



５． 繰 延 収 益

537,228

△ 340,155 197,073

420,341

△ 203,997 216,344

3,545,428

△ 1,896,703 1,648,725

68,681

△ 34,691 33,990

4,765,279

△ 3,245,283 1,519,996

建設仮勘定長期前受金 109,725

長期前受金合計 3,725,853

3,725,853

14,270,464

６． 資　本　金 3,143,271

７． 剰　余　金

4,958

700

217,862

131,408

0

179,248

534,176

139,181

当年度未処分利益剰余金 37,484

176,665

710,841

3,854,112

18,124,576

収 益 化 累 計 額

ヘ

収 益 化 累 計 額

ハ 国 庫 補 助 金

収 益 化 累 計 額

ニ 県 補 助 金

収 益 化 累 計 額

ホ 一般会計負担金

資本剰余金合計

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受贈財産評価額

ロ 寄 附 金

ヘ 一般会計負担金

イ 受贈財産評価額

収 益 化 累 計 額

ロ 工 事 負 担 金

(1) 長 期 前 受 金

繰 延 収 益 合 計

負 債 合 計

資　　　本　　　の　　　部

工 事 負 担 金

ニ 国 庫 補 助 金

ホ 県 補 助 金

ハ

(2) 利 益 剰 余 金

イ 利 益 積 立 金

ロ

利益剰余金合計

剰 余 金 合 計

資 本 合 計

負 債 資 本 合 計

11
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　注　記　表 
 
Ⅰ．重要な会計方針 

１　資産の評価基準及び評価方法 

貯蔵品　移動平均法による原価法によっている。 
 

２　固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。） 

・減価償却の方法　　定額法による。 
・主な耐用年数 

建　物  15～50年 
構築物  40年 
機械及び装置  ８～15年 
工具、器具、備品 ４～15年 
車両運搬具  ４～５年 
 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。） 

・減価償却の方法 　　定額法による。 
 

(3) リース資産 

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。 
 

３　引当金の計上方法 

(1) 退職給付引当金 

本市は、退職手当組合に加入しており、水道事業会計は一般会計を通じて、当該組
合に負担金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、水道事業会計が一般会
計に対して負担金を拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において措置すること
となっているため、水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費
用処理している。 

 
(2) 賞与引当金 

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に
基づき、当年度の負担に属する額（１２月から３月までの４か月分）を計上している。 

 
(3) 法定福利費引当金 

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末にお
ける支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額（１２月から３月までの４か月分）
を計上している。 

 
(4) 貸倒引当金 

債権の不納欠損による損失に備えるため、不納欠損率により回収不能見込額を計上
している。 

 
４　消費税及び地方消費税の会計処理 

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。 
 

Ⅱ．予定キャッシュ・フロー計算書等関連 

　該当なし 
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Ⅲ．予定貸借対照表等関連 

１　企業債の償還に係る一般会計の負担 

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して１年以内に償
還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は次のとおりであ
る。 

令和６年度末　　3,107,150,935円 
 

２　引当金の取崩し 

(1) 賞与引当金の取崩し 

令和６年度において、期末手当及び勤勉手当として 37,327,368円を支給すること
となったため、賞与引当金 11,262,567円を取り崩した。 

 
(2) 法定福利費引当金の取崩し 

令和６年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として 7,140,172円
を支出することとなったため、法定福利費引当金 2,233,841円を取り崩した。 

 
Ⅳ．リース契約により使用する固定資産 

１　リース取引の処理方法 

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取
引に係る方法に準じた会計処理を行っている。 

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借
取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。 

 
２　リース会計に係る特例措置 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に
準じた会計処理によっている。 

 
 



　　報告第２３号

 

令和６年度

む つ 市 一 般 会 計

む　つ　市

補 正 予 算 書



裏面



　令和６年度むつ市一般会計補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ46,159千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

　それぞれ42,871,270千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

　「第１表　歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第２条　地方債の変更は、「第２表　地方債補正」による。

令和６年度むつ市一般会計補正予算

－3－



第１表

１．歳　　入

16． 県 支 出 金 2,956,023 46,159 3,002,182

３． 県 委 託 金 94,206 46,159 140,365

21． 市 債 4,639,664 0 4,639,664

１． 市 債 4,639,664 0 4,639,664

42,825,111 46,159 42,871,270

２．歳　　出

２． 総 務 費 4,622,502 46,159 4,668,661

４． 選 挙 費 24,818 46,159 70,977

３． 民 生 費 10,435,930 0 10,435,930

３． 児 童 福 祉 費 3,556,130 0 3,556,130

８． 土 木 費 1,976,691 14,384 1,991,075

２． 道 路 橋 り ょ う 費 1,000,084 14,384 1,014,468

10． 教 育 費 7,544,435 △ 14,384 7,530,051

５． 保 健 体 育 費 4,111,014 △ 14,384 4,096,630

42,825,111 46,159 42,871,270

歳　入　歳　出　予　算　補　正

（単位　千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

歳　   　出　   　合　   　計

歳　　　入　　　合　　　計

（単位　千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

－4－



第２表

（変　更）

千円 千円

4,639,664変更後の累計 4,639,664

補正前と同じ 補正前と同じ

学校給食施設整備 1,037,800 （ただし、
利率見直し
方式による
借入れにお
いては当該
見直し後の
利率）

972,000

体育施設整備 27,900 80,100

借入先融資
条件による

419,200 補正前と同じ道路橋りょう整備 405,600 普通貸借 5.0％以内

地　 　方 　　債 　　補 　　正

起 債 の 目 的

補　　　　正　　　　前 補　　　　正　　　　後

限 度 額 起債の方法 利　　率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利　　率 償還の方法

－5－



裏面



報告第２３号参考資料

一般会計補正予算に関する説明書



総　　括

（歳　　　入）

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

10．

11．

12．

13．

14．

15．

16．

17．

18．

19．

20．

21．

22．

0

0

0

0

9,486,846

25,000

80,083

94,000

270,469

11,932,000

243,804

4,468

0

0

配 当 割 交 付 金

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

17,000

9,000

0

0

1,685,000

0

1,685,000

補正前の予算額 補正予算額

272,000

3,000 3,000

17,000

計

0

272,000

94,000

80,083

5,642,405

0

（単位　千円）

46,159

5,642,405

県 支 出 金

243,804 0

分 担 金 及 び 負 担 金

市 税

法 人 事 業 税 交 付 金

地 方 消 費 税 交 付 金

款

環 境 性 能 割 交 付 金

国 有 提 供 施 設 等 所 在
市 町 村 助 成 交 付 金

地 方 譲 与 税

利 子 割 交 付 金

9,000

歳　　入　　合　　計 42,825,111

地 方 特 例 交 付 金

地 方 交 付 税

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

211,000

110,144

国 庫 支 出 金

使 用 料 及 び 手 数 料

270,469

9,486,846

財 産 収 入

寄 附 金

繰 入 金

繰 越 金

市 債

42,871,270

0

0 110,144

3,002,182

211,0000

0 20,114

1,446,673

46,159

0

3,063,774

612,644

0 4,639,664

4,468

20,114

0

1,446,673

3,063,774

612,644 0

4,639,664

25,000

11,932,000

2,956,023

0

諸 収 入

－8－



（歳　　　出） （単位　千円）

国県支出金 地方債 その他

１． 議 会 費 0 249,362 0

２． 総 務 費 46,159 4,668,661 46,159 0

３． 民 生 費 0 10,435,930 0

４． 衛 生 費 0 4,195,432 0

５． 労 働 費 0 23,188 0

６． 農 林 水 産 業 費 0 1,166,634 0

７． 商 工 費 0 841,506 0

８． 土 木 費 14,384 1,991,075 13,600 784

９． 消 防 費 0 2,194,845 0

10． 教 育 費 △ 14,384 7,530,051 △ 13,600 △ 784

11． 公 債 費 0 4,043,435 0

12． 諸 支 出 金 0 5,506,151 0

13． 予 備 費 0 25,000 0

46,159 42,871,270 46,159 0 0 042,825,111

款

歳　　出　　合　　計

4,195,432

1,166,634

1,976,691

4,043,435

5,506,151

841,506

7,544,435

2,194,845

23,188

25,000

補正予算額の財源内訳

特　定　財　源
一般財源

10,435,930

249,362

計
補正前の

予 算 額
補正予算額

4,622,502

－9－



歳入

　　第3項　県委託金 （単位　千円）

1 4
総務費県委 87,087 46,159 133,246 選挙費委託 46,159 衆議院議員総選挙費委託金 46,039
託金 金 衆議院議員総選挙啓発推進事業費委託金 85

衆議院議員総選挙開票速報事務費委託金 35

計 94,206 46,159 140,365

　第21款　市債
　　第1項　市債 （単位　千円）

6 1
土木債 975,400 13,600 989,000 道路橋りょ 13,600 道路橋りょう整備債

う債

8 4
教育債 1,880,900 △ 13,600 1,867,300 保健体育債 △ 13,600 学校給食施設整備債 △ 65,800

体育施設整備債 52,200

計 4,639,664 0 4,639,664

（単位　千円）

42,825,111 46,159 42,871,270

節
説　　　　　　　　　　明

区　分 金　額

目
補正前
の　額

補正額 計
節

説　　　　　　　　　　明
区　分 金　額

　第16款　県支出金

目
補正前
の　額

補正額 計

歳入合計

補正前
の　額

補正額 計

－10－



歳出

　第2款　総務費
　　第4項　選挙費 （単位　千円）

国　県
支出金

3 1
衆議院議 0 46,159 46,159 46,159 0 報酬 19,929 選挙執行管理費
員総選挙
費 2

給料 1,822

3
職員手当 32
等
7
報償費 511

8
旅費 1,351

10
需用費 1,423

11
役務費 4,235

12
委託料 11,125

13
使用料及 5,731
び賃借料

計 24,818 46,159 70,977 46,159 0 0 0

　第3款　民生費
　　第3項　児童福祉費 （単位　千円）

国　県
支出金

1 12
児童福祉 540,124 7,900 548,024 7,500 400 委託料 900 第三田名部小学校なかよ
総務費 し会整備事業費

14
工事請負 7,000

0 費
6 18
保育所費 2,112,380 △ 7,900 2,104,480 △ 7,500 △ 400 負担金補 △ 7,900 むつ市就学前教育・保育

助及び交 施設整備費補助金
付金

計 3,556,130 0 3,556,130 0 0 0 0

節

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

－11－



　第8款　土木費
　　第2項　道路橋りょう費 （単位　千円）

国　県
支出金

2 14
土木維持 545,311 14,384 559,695 13,600 784 工事請負 14,384 道路維持工事費
費 費

計 1,000,084 14,384 1,014,468 0 13,600 0 784

　第10款　教育費
　　第5項　保健体育費 （単位　千円）

国　県
支出金

3 14
学校給食 3,349,034 △ 69,384 3,279,650 △ 65,800 △ 3,584 工事請負 △ 69,384 （仮称）むつ市防災食育
費 費 センター建設事業費

4 14
体育施設 174,606 55,000 229,606 52,200 2,800 工事請負 55,000 むつ運動公園改修事業費
管理費 費

計 4,111,014 △ 14,384 4,096,630 0 △ 13,600 0 △ 784

（単位　千円）

国　県
支出金

42,825,111 46,159 42,871,270 46,159 0 0 0

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

節

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

節

説　　　　　　　　　　明
特　定　財　源

一　般
財　源

区　分 金　額
地方債 その他

目
補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳

歳出合計

補正前
の　額

補正額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳
特　定　財　源

一　般
財　源地方債 その他

－12－



１．特　別　職

２．一　般　職
(1)総　　括

※　（　）内は、定年前再任用短時間勤務職員（暫定再任用職員を含む。以下同じ。）数及び会計年度任用職員のうち、一週間当たりの
　通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の外書き

　ア　会計年度任用職員以外の職員

給　　与　　費　　明　　細　　書

区       分 職員数
給　　　　　与　　　　　費

共済費 合　計 備　考
報　酬 給　料 通勤手当等

千円 千円 千円 千円

4 0 34,188 73 10,326

期末手当 寒冷地手当 計

補正後

長 等

人 千円 千円 千円 千円

0 125,925 27,383 153,308

そ の 他 の
特 別 職

1,310 56,752 0 0

318 44,905 13,244 58,149

議 員 22 94,680 0 0 31,245

318 227,582 40,627 268,209

補正前

長 等 4 0 34,188

計 1,336 151,432 34,188 73 41,571

0 0 56,752 0 56,752

153,308

そ の 他 の
特 別 職

693 36,823 0 0 0 0 36,823

議 員 22 94,680 0 0 31,245 0 125,925 27,383

73 10,326 318 44,905 13,244 58,149

207,653 40,627 248,280

0 36,823

計 719 131,503 34,188 73 41,571 318

0 0 0 0

0 0 0 0 0

議 員 0 0 0 0 0

0

0 19,929 0 19,929

区 分
職 員 数 給　　　　与　　　　費 共 済 費 合  　計

計 617 19,929 0 0 0

0 0 19,929 0 19,929
比 較

長 等 0 0 0

そ の 他 の
特 別 職

617 19,929 0 0

872,195 4,287,987
466

補 正 前
(632)

454,272 1,871,619 1,088,047 3,413,938

補 正 後
(632)

454,272 1,873,441 1,088,079 3,415,792

備　　考
(人) 報　酬(千円) 給 料(千円) 職員手当等(千円) 計（千円） (千円) (千円)

勤勉手当 寒 冷 地 住居手当 時 間 外 児童手当 管理職員

0 1,854
16

区 分
扶養手当 通勤手当 特殊勤務 管 理 職 期末手当

872,195 4,286,133
450

比 較
(0)

0 1,822 32 1,854

補正後 43,408 26,303 1,746 41,678 437,574

職　員 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
手　　当 勤務手当 特別勤務手当

(千円) (千円) (千円) (千円)
手　　当 手　　当

の内訳

比 較 0 32 0 0 0

331,602 27,532 29,390 126,170 22,655 21

手当等

補正前 43,408 26,271 1,746 41,678 437,574

331,602 27,532 29,390 126,170 22,655 21

給 料(千円) 職員手当等(千円) 計（千円） (千円) (千円)

補 正 後
(17)

1,673,096 962,439 2,635,535

区 分
職 員 数 給　　　　与　　　　費 共 済 費 合  　計

備　　考
(人)

0 0 0 0 0 0

3,381,776
450

比 較
(0)

0 0 0 0 0

746,241 3,381,776
450

補 正 前
(17)

1,673,096 962,439 2,635,535 746,241

住居手当 時 間 外 児童手当 管理職員
手　　当 手　　当

0

区　分
扶養手当 通勤手当 特殊勤務 管 理 職 期末手当 勤勉手当 寒 冷 地

職　員 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
手　　当 勤務手当 特別勤務手当

(千円) (千円) (千円) (千円)

手当等

補正前 43,408 20,946 1,746 41,678 368,244

284,975 27,532 29,390 121,844 22,655 21補正後 43,408 20,946 1,746 41,678 368,244

の内訳

比 較 0 0 0 0 0

284,975 27,532 29,390 121,844 22,655 21

※　（　）内は、定年前再任用短時間勤務職員数の外書き

0 0 0 0 0 0

－13－



　イ　会計年度任用職員

　通常の勤務時間に比し短い職員の外書き

(2)給料及び職員手当等の増減額の明細

・職員の異動状況
会計年度任用職員

人
人
人

・会計年度任用職員

(千円)(人) 報　酬(千円) 給 料(千円) 職員手当等(千円) 計（千円） (千円)

0

区 分
職 員 数 給　　　　与　　　　費 共 済 費 合  　計

備　　考

16

補 正 前
(615)

454,272 198,523 125,608 778,403 125,954 904,357

補 正 後
(615)

454,272 200,345 125,640 780,257 125,954 906,211

住居手当 時 間 外 児童手当 管理職員
手　　当 手　　当

16

区 分
扶養手当 通勤手当 特殊勤務 管 理 職 期末手当 勤勉手当 寒 冷 地

比 較
(0)

0 1,822 32 1,854 0 1,854

補正後 0 5,357 0 0 69,330

職　員 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
手　　当 勤務手当 特別勤務手当

(千円) (千円) (千円) (千円)

の内訳

比 較 0 32 0 0 0

46,627 0 0 4,326 0 0

手当等

補正前 0 5,325 0 0 69,330

46,627 0 0 4,326 0 0

※　（　）内は、会計年度任用職員のうち、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの

0 0 0 0 0 0

1,822

給与改定に伴う
増 減 分

0

昇 級 に 伴 う
増 加 分

0

その他の増減分

区分
増減額 増減事由別内訳

説　　　　　　　　　　　　　　明 備　　考
(千円) (千円)

その他の増減分 32

1,822

職　員

手当等
32

制度改正に伴う
増　　減　　分

0

給　料

通勤手当 32

補正後 184
補正前 168
比較 16

－14－



（単位　千円）

3,889,653 37,292,045 0 37,292,045合　　　計 36,377,361 36,542,034 4,639,664 0 4,639,664 3,889,653 0

0 0(６)教　　　　　育

0(５)商　　　　　工 0 0

4,075 143,825 143,825(４)土　　　　　木 119,800 147,900

0

0

0

(３)農 林 水 産 業 0

0(２)衛　　　　　生

0

(１)公　共　施　設 0

4,075 4,075 143,825 143,825２．災 害 復 旧 債 119,800 147,900

340,008 340,008 2,824,649 2,824,649

00 0 0

(12)過　疎　対　策 2,804,517 2,796,257 368,400 368,400

0

※参考普通債のうち

(11)辺　地　対　策

96,284 1,254,334 0 1,254,334(10)公　営　企　業 1,299,971 1,274,918 75,700 75,700 96,284

9,044,7241,867,300 584,870 584,870 9,058,324 △ 13,600(９)教　　　　　育 7,819,241 7,762,294 1,880,900 △ 13,600

2,078,372 0 2,078,372(８)消　　　　　防 1,415,821 1,937,281 275,500 275,500 134,409 134,409

204,698 2,274,840 0 2,274,840(７)公　営　住　宅 1,728,497 2,307,838 171,700 171,700 204,698

4,563,722817,300 528,778 528,778 4,550,122 13,600(６)土　　　　　木 4,346,427 4,275,200 803,700 13,600

165,671 0 165,671(５)商　　　　　工 99,656 105,450 81,300 81,300 21,079 21,079

210,626 1,651,145 0 1,651,145(４)農 林 水 産 業 1,369,977 1,321,371 540,400 540,400 210,626

1,529,805104,200 65,277 65,277 1,529,805 0(３)衛　　　　　生 935,957 1,490,882 104,200

568,236 0 568,236

4,639,664 3,885,578 0 3,885,578 37,148,220 0

(２)民　　　　　生 499,574 550,294 75,000 75,000 57,058 57,058

(１)総　　　　　務 16,742,440 15,368,606 631,264 631,264 1,982,498

37,148,220

1,982,498 14,017,372 0 14,017,372

１．普　 通 　債 36,257,561 36,394,134 4,639,664 0

補 正 額 補正後の額
補正前の額 補 正 額 補正後の額 補正前の額 補 正 額補正後の額

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及
び当該年度末における現在高の見込みに関する調書　

区  　　　　分
前 々 年 度
末 現 在 高

前 年 度 末
現 在 高

当該年度中増減見込 当該年度末現在高見込額

当該年度中起債見込額 当該年度中元金償還見込額
補正前の額
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議案第８２号参考資料

むつ市部設置条例の一部を改正する条例新旧対照表

改 正 案 現 行

（部の設置） （部の設置）

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５８条第１項の規定に基 第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５８条第１項の規定に基

づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。 づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

⑴～⑸ （略） ⑴～⑸ （略）

⑹ こどもみらい部 ⑹ 子どもみらい部

⑺ 農林水産部 ⑺ 産業政策部

⑻ 商工観光部 ⑻ 都市整備部

⑼ まちづくり推進部 ⑼ 建設技術部

（部の事務分掌） （部の事務分掌）

第２条 部の事務分掌は、次のとおりとする。 第２条 部の事務分掌は、次のとおりとする。

⑴～⑸ （略） ⑴～⑸ （略）

⑹ こどもみらい部 ⑹ 子どもみらい部

ア・イ （略） ア・イ （略）

⑺ 農林水産部 ⑺ 産業政策部

ア 産業振興に関すること。

ア・イ （略） イ・ウ （略）

エ 商業及び鉱工業に関すること。

オ 観光に関すること。

カ 労働者の福祉に関すること。
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⑻ 商工観光部

ア 商業及び鉱工業に関すること。

イ 観光に関すること。

ウ 労働者の福祉に関すること。

⑼ まちづくり推進部 ⑻ 都市整備部

ア～エ （略） ア～エ （略）

オ 建築工事に関すること。

カ 土木工事に関すること。

⑼ 建設技術部

ア 建築工事に関すること。

イ 土木工事に関すること。
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議案第８３号参考資料

むつ市国民健康保険税条例の一部を改正する条例新旧対照表

改 正 案 現 行

（課税額） （課税額）

第３条 （略） 第３条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 第１項第３号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である世帯 ４ 第１項第３号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である世帯

主及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額並 主及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額並

びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合 びに被保険者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が１７万円を超

算額が１７万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、１７万円と える場合においては、介護納付金課税額は、１７万円とする。

する。

（介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額） （介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額）

第１１条 第３条第４項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者１人 第１１条 第３条第４項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者１人

について１３，９００円とする。 について２０，９００円とする。

（介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額）

第１１条の２ 第３条第４項の世帯別平等割額は、１世帯について７，０００

円とする。

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額）

第２３条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して 第２３条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して

課する国民健康保険税の額は、第３条第２項本文の基礎課税額からア及びイ 課する国民健康保険税の額は、第３条第２項本文の基礎課税額からア及びイ

に掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が６５万円を超える場合 に掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が６５万円を超える場合

には、６５万円）及び同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及 には、６５万円）及び同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及
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びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が２４万円を超える びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が２４万円を超える

場合には、２４万円）並びに同条第４項本文の介護納付金課税額からオ及び 場合には、２４万円）並びに同条第４項本文の介護納付金課税額からオに掲

カに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が１７万円を超える場 げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が１７万円を超える場合に

合には、１７万円）の合算額とする。 は、１７万円）の合算額とする。

⑴ 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算 ⑴ 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算

額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保 額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保

険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者（前年中に法第 険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者（前年中に法第

７０３条の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法（昭和４０年法 ７０３条の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法（昭和４０年法

律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得について同条第３項に規 律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得について同条第３項に規

定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給与等の 定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給与等の

収入金額が５５万円を超える者に限る。）をいう。以下この号において同 収入金額が５５万円を超える者に限る。）をいう。以下この号において同

じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に法第７０３条 じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に法第７０３条

の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第３５条第３項に規定す の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第３５条第３項に規定す

る公的年金等に係る所得について同条第４項に規定する公的年金等控除額 る公的年金等に係る所得について同条第４項に規定する公的年金等控除額

の控除を受けた者（年齢６５歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入 の控除を受けた者（年齢６５歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入

金額が６０万円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者にあっては当該公 金額が６０万円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者にあっては当該公

的年金等の収入金額が１１０万円を超える者に限る。）をいい、給与所得 的年金等の収入金額が１１０万円を超える者に限る。）をいい、給与所得

を有する者を除く。）の数の合計数（以下この条において「給与所得者等 を有する者を除く。）の数の合計数（以下この条において「給与所得者等

の数」という。）が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者 の数」という。）が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者

等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算した金額）を 等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算した金額）を

超えない世帯に係る納税義務者 超えない世帯に係る納税義務者

ア～エ （略） ア～エ （略）

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被 オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被

保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について 保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について
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９，７３０円 １４，６３０円

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯について

４，９００円

⑵ 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算 ⑵ 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算

額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保 額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保

険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあ 険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあ

っては、４３万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を っては、４３万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を

乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人 乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人

につき２９５，０００円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者 につき２９５，０００円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者

（前号に該当する者を除く。） （前号に該当する者を除く。）

ア～エ （略） ア～エ （略）

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被 オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被

保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について 保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について

６，９５０円 １０，４５０円

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯について

３，５００円

⑶ 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算 ⑶ 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算

額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保 額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保

険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあ 険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあ

っては、４３万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を っては、４３万円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を

乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人 乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人

につき５４５，０００円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者 につき５４５，０００円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者

（前２号に該当する者を除く。） （前２号に該当する者を除く。）

ア～エ （略） ア～エ （略）
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オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被 オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被

保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について 保険者（第２条第２項に規定する世帯主を除く。）１人について

２，７８０円 ４，１８０円

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 １世帯について

１，４００円

２・３ （略） ２・３ （略）
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議案第８４号参考資料

むつ市立学校設置条例の一部を改正する条例新旧対照表

改 正 案 現 行

市立学校を次のとおり設置する。 市立学校を次のとおり設置する。

名 称 位 置 名 称 位 置

（略） （略）

むつ市立大畑小学校 むつ市大畑町伊勢堂１番地１ むつ市立大畑小学校 むつ市大畑町伊勢堂１番地１

むつ市立正津川小学校 むつ市大畑町正津川平１１４番地２０

（略） （略）
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議案第８５号参考資料

むつ市ふれあいスポーツパーク条例の一部を改正する条例新旧対照表

改 正 案 現 行

別表（第５条関係） 別表（第５条関係）

（表略） （表略）

備考 備考

１ （略） １ （略）

２ 「大会貸切」とは、むつ市スポーツ協会又は同協会の加盟団体が主催 ２ 「大会貸切」とは、むつ市体育協会又は同協会の加盟団体が主催する

する公式試合又はこれに準ずる試合のため、この表に掲げる施設を貸切 公式試合又はこれに準ずる試合のため、この表に掲げる施設を貸切使用

使用する場合をいう。 する場合をいう。

３～５ （略） ３～５ （略）
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議案第８６号参考資料

むつ市犯罪被害者等支援条例の一部を改正する条例新旧対照表

改 正 案 現 行

（定義） （定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め 第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 るところによる。

⑴ 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

⑵ 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をい ⑴ 犯罪被害者等 犯罪等（犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼ

う。 す行為をいう。次号において同じ。）により害を被った者及びその家族又

は遺族をいう。

⑶～⑸ （略） ⑵～⑷ （略）

（相談及び情報の提供等） （相談及び情報の提供等）

第７条 （略） 第７条 （略）

（見舞金の支給等）

第８条 市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るた

め、犯罪被害者等に対し、見舞金の支給その他必要な支援を行うものとす

る。

（市民等の理解の増進等） （市民等の理解の増進等）

第９条 （略） 第８条 （略）

（支援の制限）

第１０条 市は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発したときその他犯罪被害者等支

援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等支
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援を行わないことができる。

（その他） （その他）

第１１条 （略） 第９条 （略）
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議案第８７号参考資料

むつ市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例新旧対照表

改 正 案 現 行

（基本方針） （基本方針）

第３条 地域包括支援センターは、次条第１項に掲げる職員が協働して包括的 第３条 地域包括支援センターは、次条第１項に掲げる職員が協働して包括的

支援事業を実施することにより、介護保険の各被保険者の心身の状況、その 支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれてい

置かれている環境等に応じて、介護給付等対象サービスその他の保健医療サ る環境等に応じて、介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は

ービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるよう 福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各

に導き、介護保険の各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立 被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むこ

した日常生活を営むことができるようにしなければならない。 とができるようにしなければならない。

２ （略） ２ （略）

（職員に係る基準及び当該職員の員数） （職員に係る基準及び当該職員の員数）

第４条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第１号被保険者の 第４条 １の地域包括支援センターが担当する区域における第１号被保険者の

数がおおむね３，０００人以上６，０００人未満ごとに置くべき専らその職 数がおおむね３，０００人以上６，０００人未満ごとに置くべき専らその職

務に従事する常勤の職員及びその員数（むつ市地域包括支援センター運営協 務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。

議会が第１号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案し

て必要であると認めるときは、常勤換算方法（当該地域包括支援センターの

職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務

すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数

を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。）によることができる。次項に

おいて同じ。）は、原則として次のとおりとする。

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略）
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２ 前項の規定にかかわらず、むつ市地域包括支援センター運営協議会が地域

包括支援センターの効果的な運営に資すると認めるときは、複数の地域包括

支援センターが担当する区域を一の区域として、当該区域内の第１号被保険

者の数について、おおむね３，０００人以上６，０００人未満ごとに同項各

号に掲げる常勤の職員の員数を当該複数の地域包括支援センターに配置する

ことにより、当該区域内の一の地域包括支援センターがそれぞれ同項の基準

を満たすものとする。この場合において、当該区域内の一の地域包括支援セ

ンターに置くべき常勤の職員及びその員数は、同項各号に掲げる者のうちか

ら２人とする。

３ 第１項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生 ２ 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活

活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であるとむつ市地 圏域に１の地域包括支援センターを設置することが必要であるとむつ市地域

域包括支援センター運営協議会において認められた場合は、地域包括支援セ 包括支援センター運営協議会において認められた場合は、地域包括支援セン

ンターに置くべき職員及びその員数は、次の表の左欄に掲げる担当する区域 ターの人員配置基準は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第１号

における第１号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところに 被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによることができ

よることができる。 る。

担当する区域における第１ 地域包括支援センターに置くべき職員及び 担当する区域における第一
人員配置基準

号被保険者の数 その員数 号被保険者の数

おおむね１，０００人未満 第１項各号に掲げる者のうちから１人又は おおむね１，０００人未満 前項各号に掲げる者のうちから１人又は２

２人 人

おおむね１，０００人以上 第１項各号に掲げる者のうちから２人（う おおむね１，０００人以上 前項各号に掲げる者のうちから２人（うち

２，０００人未満 ち１人は専らその職務に従事する常勤の職 ２，０００人未満 １人は専らその職務に従事する常勤の職員

員とする。） とする。）

おおむね２，０００人以上 専らその職務に従事する常勤の第１項第１ おおむね２，０００人以上 専らその職務に従事する常勤の前項第１号

３，０００人未満 号に掲げる者１人及び専らその職務に従事 ３，０００人未満 に掲げる者１人及び専らその職務に従事す
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する常勤の同項第２号又は第３号に掲げる る常勤の前項第２号又は第３号に掲げる者

者のいずれか１人 のいずれか１人
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議案第８８号参考資料

むつ市水道の布設工事監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格を定める条例の一部を改正する条例新旧対照表

改 正 案 現 行

（布設工事監督者の資格） （布設工事監督者の資格）

第３条 法第１２条第２項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとす 第３条 法第１２条第２項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとす

る。 る。

⑴ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を除く。 ⑴ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を除く。

以下同じ。）又は旧大学令（大正７年勅令第３８８号）による大学におい 以下同じ。）の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学

て土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、３年以上水 若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後又は旧大学令（大正

道、工業用水道、下水道、道路又は河川（以下この条において「水道等」 ７年勅令第３８８号）による大学において土木工学科若しくはこれに相当

という。）に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（１年６月以 する課程を修めて卒業した後、２年以上水道に関する技術上の実務に従事

上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。） した経験を有する者であること。

⑵ 学校教育法による大学又は旧大学令による大学において機械工学科若し ⑵ 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛

くは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、４年以上 生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、３

水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（２年以上水道に 年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）

⑶ 学校教育法による短期大学（同法による専門職大学の前期課程を含 ⑶ 学校教育法による短期大学（同法による専門職大学の前期課程を含

む。）若しくは高等専門学校又は旧専門学校令（明治３６年勅令第６１ む。）若しくは高等専門学校又は旧専門学校令（明治３６年勅令第６１

号）による専門学校（次号において「短期大学等」という。）において土 号）による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業

木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後（同法による専門職大学 した後（同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後）、５

の前期課程にあっては、修了した後。次号において同じ。）、５年以上水 年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（２年６月以上水道
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に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）

⑷ 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を

修めて卒業した後、６年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験

を有する者（３年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する

者に限る。）

⑸ 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令（昭 ⑷ 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令（昭

和１８年勅令第３６号）による中等学校（次号において「高等学校等」と 和１８年勅令第３６号）による中等学校において土木科又はこれに相当す

いう。）において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、７ る課程を修めて卒業した後、７年以上水道に関する技術上の実務に従事し

年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（３年６月 た経験を有する者であること。

以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）

⑹ 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を

修めて卒業した後、８年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験

を有する者（４年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する

者に限る。）

⑺ １０年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する

者（５年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

に限る。）

⑻ 第１号又は第２号に規定する卒業者であって、学校教育法による大学院 ⑸ 第１号又は第２号に規定する卒業者であって、学校教育法による大学院

研究科において１年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻し 研究科において１年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻し

た後又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を た後又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を

修了した後、第１号に規定する卒業者にあっては２年以上、第２号に規定 修了した後、第１号に規定する卒業者にあっては１年以上、第２号に規定

する卒業者にあっては３年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経 する卒業者にあっては２年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験

験を有するもの（第１号に規定する卒業者にあっては１年以上、第２号に を有する者であること。

規定する卒業者にあっては１年６月以上水道に関する技術上の実務に従事
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した経験を有する者に限る。）

⑼ 外国の学校において、第１号から第６号までに規定する課程に相当する ⑹ 外国の学校において、第１号若しくは第２号に規定する課程若しくは学

課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以 科目又は第３号若しくは第４号に規定する課程に相当する課程若しくは学

上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道等に 科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以

関する技術上の実務に従事した経験を有する者（それぞれ当該各号に規定 上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関

する水道等の最低経験年数の２分の１以上水道に関する技術上の実務に従 する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

事した経験を有する者に限る。）

⑽ 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条第１項の規定による第２次 ⑺ 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条第１項の規定による第２次

試験のうち上下水道部門に合格した者（選択科目として上水道及び工業用 試験のうち上下水道部門に合格した者（選択科目として上水道及び工業用

水道を選択したものに限る。）であって、１年以上水道等に関する技術上 水道を選択したものに限る。）であって、１年以上水道に関する技術上の

の実務に従事した経験を有するもの（６月以上水道に関する技術上の実務 実務に従事した経験を有する者であること。

に従事した経験を有する者に限る。）

⑻ １０年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

であること。

⑾ 建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第３４条第１項及び第２

項の規定による土木施工管理に係る１級の技術検定に合格した者であっ

て、３年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

（１年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限

る。）

（水道技術管理者の資格） （水道技術管理者の資格）

第４条 法第１９条第３項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとす 第４条 法第１９条第３項（法第３４条第１項において準用する場合を含

る。 む。）に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

⑴ 前条第１号、第３号又は第５号に規定する学校において土木工学科若し ⑴ 前条の規定により布設工事監督者の資格を有する者であること。

くは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後（学校教育法に
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よる専門職大学の前期課程にあっては、修了した後）、同条第１号に規定

する学校を卒業した者については３年以上、同条第３号に規定する学校を

卒業した者（同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者）

については５年以上、同条第５号に規定する学校を卒業した者については

７年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

⑵ 前条第１号、第３号又は第５号に規定する学校において工学、理学、農 ⑵ 前条第１号、第３号及び第４号に規定する学校において土木工学以外の

学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程（土木工学科及び 工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当す

土木科並びにこれらに相当する課程を除く。）を修めて卒業した後（学校 る学科目を修めて卒業した後（学校教育法による専門職大学の前期課程に

教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後）、同条第１ あっては、修了した後）、同条第１号に規定する学校を卒業した者につい

号に規定する学校を卒業した者については４年以上、同条第３号に規定す ては４年以上、同条第３号に規定する学校を卒業した者（同法による専門

る学校を卒業した者（同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了 職大学の前期課程にあっては、修了した者）については６年以上、同条第

した者）については６年以上、同条第５号に規定する学校を卒業した者に ４号に規定する学校を卒業した者については８年以上水道に関する技術上

ついては８年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 の実務に従事した経験を有する者であること。

⑶ １０年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

⑷ 前条第１号、第３号又は第５号に規定する学校において、工学、理学、 ⑶ 前条第１号、第３号及び第４号に規定する学校において、工学、理学、

農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程 農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の

を修めて卒業した後（学校教育法による専門職大学の前期課程にあって 学科目を修めて卒業した後（学校教育法による専門職大学の前期課程にあ

は、修了した後）、同条第１号に規定する学校を卒業した者については５ っては、修了した後）、同条第１号に規定する学校を卒業した者について

年以上、同条第３号に規定する学校を卒業した者（同法による専門職大学 は５年以上、同条第３号に規定する学校を卒業した者（同法による専門職

の前期課程にあっては、修了した者）については７年以上、同条第５号に 大学の前期課程にあっては、修了した者）については７年以上、同条第４

規定する学校を卒業した者については９年以上水道に関する技術上の実務 号に規定する学校を卒業した者については９年以上水道に関する技術上の

に従事した経験を有する者 実務に従事した経験を有する者であること。

⑸ 外国の学校において、第１号若しくは第２号に規定する課程又は前号に ⑷ 外国の学校において、第２号に規定する学科目又は前号に規定する学科

規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校におい 目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得す
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て修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する卒 る程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する卒業者（学

業者（学校教育法による専門職大学の前期課程の修了者を含む。）ごとに 校教育法による専門職大学の前期課程の修了者を含む。）ごとに規定する

規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有 最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者で

する者 あること。

⑹ 水道法施行規則（昭和３２年厚生省令第４５号）第１４条第３号の国土 ⑸ 水道法施行規則（昭和３２年厚生省令第４５号）第１４条第３号の国土

交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の 交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の

課程を修了した者 課程を修了した者であること。

⑹ １０年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者である

こと。

⑺ 技術士法第４条第１項の規定による第２次試験のうち上下水道部門に合

格した者（選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。）

であって、１年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するも

の

⑻ 建設業法施行令第３４条第１項及び第２項の規定による土木施工管理に

係る１級の技術検定に合格した者であって、３年以上水道に関する技術上

の実務に従事した経験を有するもの

２ １日最大給水量が１，０００立方メートル以下である専用水道について

は、前条第１号中「２年以上」とあるのは「１年以上」と、同条第２号中

「３年」とあるのは「１年６月」と、同条第３号中「５年」とあるのは「２

年６月」と、同条第４号中「７年」とあるのは「３年６月」と、同条第８号

中「１０年」とあるのは「５年」と、前項第２号中「４年」とあるのは「２

年」と、「６年」とあるのは「３年」と、「８年」とあるのは「４年」と、

同項第６号中「１０年」とあるのは「５年」とする。
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